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研究要旨 本文 

補装具は、障害者が日常生活や就労活動を行い、社会において最大限活躍するための環境整

備の基本的なものであるが、その給付制度においては、補装具給付事務について専門知識を有

する職員の不足、新規補装具等に対する情報不足などの課題が指摘されており、その解決策と

して、補装具費支給申請手続きや適合・判定に関する情報の共有および利活用による「知の共

有」が求められている。 
本研究では、「補装具費支給情報システムプロトタイプ（以下プロトタイプ）」を用いて補

装具費支給申請手続きや補装具の適合・判定に係る情報を収集・蓄積・共有し、業務を支援す

るデータベースシステム構築を実現するための研究として以下の調査研究を行った。また平成

30 年に始まった「借り受け制度」に対応するためのプロトタイプへの追加項目等の検討ととも

に、「借り受け制度」に関する対応状況の調査研究を行った。 
借受け制度導入に伴う項目の追加とともにシステム変更の有無の確認、ユーザービリティを

考慮した「補装具費支給情報システムプログラム」を完成させ、多くの方々に利用できるよう

配信サイトを開設した。全国規模のデータベースの活用を促進するためにも、他機関とのデー

タ共有および活用がもとめられるものの、常時接続のネットワークには、各自治体とも躊躇す

る意見が見受けられることが明らかとなり、法整備をはじめとする解決すべき課題も明らかと

なった。 
補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の進行に伴う短期交換・利用を想定しており」

機器の効果的な利用を促進するとともに、とともに導入後に不具合時の費用未発生、複数の利

用者に活用できる事で廃棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する自治体にとって経済的にも

環境に優しい制度として考えられているものの、補装具製作事業者、メーカー、販売店にとっ

ては、「貸与品を確保・保有する場合、採算がとれず、供給ができない可能性がある。」「補

装具は個別性が高く、仕入原価や稼働率等から、単純に貸与価格を算出することは困難」など

課題に対する方策がまだ見いだせていないのが現状であることが明らかとなった。また多くの

自治体は国からの業務指針等が出るのを待っている状態であることも分かった。 

 

A． 研究目的 

補装具は、障害者が日常生活や就労活動を行い、

社会において最大限活躍するための環境整備の基本

的なものであるが、その給付制度においては、補装

具給付事務について専門知識を有する職員の不足、

新規補装具等に対する情報不足などの課題が指摘さ

れており、その解決策として、補装具費支給申請手

続きや適合・判定に関する情報の共有および利活用

による「知の共有」が求められている。 
本研究では、「補装具費支給情報システムプロト

タイプ（以下プロトタイプ）」を用いて補装具費支

給申請手続きや補装具の適合・判定に係る情報を収 

 
 
 
集・蓄積・共有し、業務を支援するデータベースシ

ステム構築を実現するための研究として以下の調査

研究を行った。 

 
初年度 

 「補装具費支給制度における借受け方式導入

に向けた調査」 

 「補装具適合・判定支援モデル事業補装具費支給

情報調査」 
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２年目 

 「補装具費支給制度における借受け制度導入後

の状況に関するアンケート調査」 

 「システムプロトタイプにおける DB 改修」 

 

最終年度 

 配布用補装具支給に関するデータベーシステムプ

ログラムの開発と利用・運用に関するアンケート

調査 

 

B 研究方法 

初年度 

 「補装具費支給制度における借受け方式導入

に向けた調査」 

借受け制度導入の目的及びその対象者を明確化す

るとともに、貸与可能な種目及び価格、実施方法等

のあり方などについて調査を行い、当センターで開

発した補装具費支給情報システムプロトタイプでの

対応方法等の検討方法を明らかにするため、補装具

費支給制度における借受け方式の基本的な考え方、

法制度、関係機関の役割、補装具費の支給範囲、支

給事務の内容等について、WEB 及び文献等の公開情

報を対象として調査を行い、整理を行った。 

 

 「補装具適合・判定支援モデル事業補装具費支給

情報調査」 

補装具費支給申請手続きや補装具の適合・判定に

係る情報を収集・蓄積・共有し、業務の適正化、効

率化に資するデータベースシステムの実現を目的と

して、システムプロタイプの補装具費支給情報管理

機能の部分において、管理する帳票情報をより汎用

的なものにし、それらを利用した分析を行えるよう

にするための必要項目を明らかにするため、更生相

談所の帳票情報を対象とした調査等を実施した。 

 

２年目 

 「補装具費支給制度における借受け制度導入後

の状況に関するアンケート調査」 

平成 30 年 4月から補装具費支給制度では、借受け

に係る費用が支給されることになった。これを受け、

借受け導入後の課題の把握とその対応案等を検討す

ることを目的して、全国を 8 ブロックに分け、それ

ぞれのブロックより抽出した更生相談所に対して補

装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に

関する調査を実施した。 

 

 「システムプロトタイプにおける DB 改修」 

「義手処方箋」「義足処方箋」「車椅子処方箋」

「電動車椅子処方箋」「座位保持装置処方箋」の新

規作成機能において、従来の各チェック項目を個別

にチェックする方式に加え、補装具種目名称コード

を選択するためのプルダウンリストを追加し、補装

具種目名称コードを選択することで該当のチェック

項目にチェックが付き、入力の容易化と確実性を向

上させることを目的とした改修を行った。 

 

最終年度 

 配布用補装具支給に関するデータベーシステム

（最終版）に関するアンケート調査 

補装具支給申請の手続きや補装具の適合・判定に

関する情報の共有化や業務支援を実施することによ

り、更生相談所、自治体における業務の質の向上を

目的とした支援の仕組みの構築や補装具支給制度の

申請手続きや補装具の適合・判定における実用化に

向けた課題抽出の仕組みの構築、データベースプロ

グラムの最終確認とプログラム配布のためのダウン

ロードサイトの開設を行った。  

 

Ｃ．研究結果 

初年度 

 「補装具費支給制度における借受け方式導入

に向けた調査」 

借受け制度導入に際して、プロトタイプのシステ

ム化要件、機能設計、論理データベース設計、画面・

帳票設計、物理データベース設計の変更点等の影響

内容について検討・整理を行った。基本的には、現

行の補装具費支給制度に貸与品目の導入とそれに伴

う貸与期間などの項目の追加が必要であるが、シス

テムの仕様変更などの修正は必要ないことが確認さ

れた。 

「借受制度に対する準備状況について」の研究協

力をお願いするに当たり、各自治体に問い合わせを

した際に、個人情報の取り扱い基準が自治体ごとに

異なることが明らかとなり、全国規模のデータベー

ス構築における課題が明らかとなった。 

借受制度に対する準備状況については、ヒアリン

グを行った時点において、借受制度の詳細について

は何も通達等がなされていない状況で、特に対応は

行っておらず、新年度が始まってから対応するとの

ことであった。 

 

 「補装具適合・判定支援モデル事業補装具費支給

情報調査」 

全国 4 か所の障害者更生相談所（愛知県、大阪府、

愛媛県、福岡県）の協力を得て、義手、義足、車椅

子、電動車椅子および座位保持装置の 5 種類の補装

具について、平成 28 年 4月以降に支給決定がなされ

た補装具費支給申請に係る各種帳票で、直近のもの

から 20 件を選定し、結果として 369件の客体につい

ての帳票等を収集することができた。また、これら

の収集情報を利用し、各補装具の種類の内訳、価格

分布、自治体別の傾向等の集計・分析を行った。 
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２年目 

 「補装具費支給制度における借受け制度導入後

の状況に関するアンケート調査」 

補装具の借受け制度は、利用者や福祉用具を給付

する自治体にとって経済的にも環境に優しい制度と

して考えられているものの、補装具製作事業者、メ

ーカー、販売店にとっては、解決すべき課題がある

ものの、その方策が見いだせていないのが現状であ

る。 

 

 「システムプロトタイプにおける DB 改修」 

処方箋の新規作成機能において、drop-down list を
追加し、選択された補装具種目名称コードに応じて、

該当するチェックボックスにチェックを入れる機能

を追加した。また、処方箋の新規作成の際に、既定

値（デフォルト値）として選択される項目をユーザ

がカスタマイズできる機能を追加した。 

また、補装具費種目名称別コードは 2018 年 3 月

29 日版の「補装具費種目名称別コード一覧表」をも

とに全面的に見直しを行った。 

 

最終年度 

 配布用補装具支給に関するデータベーシステムプ

ログラムの開発と利用・運用に関するアンケート

調査 

データベースシステムの活用を促進するために、

更生相談所の担当者に対して、将来的に本システム

による書式の統一化とデータベースシステム化に生

かすためのアンケート調査を行った。おおむね良好

な回答が得られたものの、他機関とのデータ共有及

び活用に際して躊躇する意見が見受けられることが

明らかとなった。また、多くの機関に利用していた

だくために、プログラムのダウンロードサイト

（https://hosougu.info/user/）を開設した。 

 

Ｄ．考察 

初年度 

 「補装具費支給制度における借受け方式導入

に向けた調査」 

補装具費支給制度における借受け方式導入する場

合のシステムの対応方法等について、システム化要

件、機能設計、論理データベース設計、画面・帳票

設計、物理データベース設計の変更点等の影響内容

について検討した結果、借受け制度を利用する際に、

対象テーブルの帳票における新規・再交付に関連する

項目に借受けを追加することにより対応が可能であるこ

とが解った。 

借受け方式導入に伴う補装具費支給申請業務の

業務フローを検討した結果、支給申請書等の関係

書類では、これまで購入、修理で対応していた項

目に借受けが追加されるものの、業務フローは大

きく変わらないことが解った。 

 

 「補装具適合・判定支援モデル事業補装具費支給

情報調査」 

データを整理した結果、以下のことが考えられる。 

① 下肢切断の原因が、交通事故や労働災害といっ

た外傷から閉塞性動脈硬化症や糖尿病を起因と

する循環器疾患を原因とするものが増えており、

特定疾病に指定されているものによる切断者が

増えているため、切断者の高齢化が進んでいる。 

② 上肢切断において能動義手の処方が著しく少な

く、片手動作でのADLの自立支援が進んでおり、

両手動作による活動支援の将来に不安を感じる。 

③ 電動車椅子では、簡易電動車椅子の処方が約半

数を占めており、取り扱いがしやすくコンパク

トなものが求められている。 

 

２年目 

 「補装具費支給制度における借受け制度導入後

の状況に関するアンケート調査」 

補装具費支給制度への借受け導入は、平成 30年 4

月から導入され多制度であるため、その多くは、新

品であると考えられるが、今後、借受品を回収した

いわゆる中古補装具の扱いについての検討が必要と

なってくる。たとえば試用を目的とした場合は借受

回収品を優先的に使う。借受回収品を使用する場合

は月額費用を減額する等。借受け制度導入後間もな

い状況であり利用例も乏しいことから、今後も継続

的な調査を行い、課題の把握とその対応案等を検討

する必要性がある。 

 

 「システムプロトタイプにおける DB 改修」 

今回の DB 改修においては、既存のテーブルに対

する変更を行うことなく機能を追加する方法で行う

ことができた。 

 

最終年度 

 配布用補装具支給に関するデータベーシステムプ

ログラムの開発と利用・運用に関するアンケート

調査 

① 装具費支給情報システムの情報入力について 

不足項目はなく、追加希望の項目が示された。独

自の項目設定ができるため、各事業所単位での対

応が可能である。 

② 装具種目名称コード選択について 

コード選択による入力作業は概ね軽減や容易化に

繋がるとのご意見をいただいたものの、補装具種

目名称コードの変更・追加等への対応方法につい

ての課題が明らかとなった。 
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③ 蓄積したデータ操作について 

蓄積したデータをCSVで出力できる機能の導入は、

有効性が高いとのご意見をいただいた。常時接続

のネットワークに比べるとアナログな感じではあ

るが、情報漏洩などに対して有効的な方法と考え

られているようである。 

 

Ｅ．結論 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の

進行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の

効果的な利用を促進するとともに、とともに導入後

に不具合時の費用未発生、複数の利用者に活用でき

る事で廃棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する

自治体にとって経済的にも環境に優しい制度として

考えられているものの、補装具製作事業者、メーカ

ー、販売店にとっては、解決すべき課題があり、そ

の方策がまだ見いだせていないのが現状である。借

受け制度は、導入後間もない状況であり利用例も乏

しいことから、継続的な調査を行い、課題の把握と

その対応案等を検討する必要性があろう。 

補装具費支給申請手続きや補装具の適合・判定に

係る情報を収集・蓄積・共有し、業務の適正化、効

率化に資するデータベースシステムの実現を支援す

ることを目的として開発した「補装具費支給情報シ

ステムプログラム」は、補装具費支給情報管理機能、

補装具費支給判定 Q&A提供機能、E-learning 研修機

能の 3 機能を有しており、補装具費支給情報管理機

能で管理する帳票情報に関する項目は全国で使用さ

れている処方箋・意見書等の項目を網羅したものに

なっている。全国レベルの集計はもとより、都道府

県・自治体の比較検討など汎用性の高い分析が可能

となっている。しかし一般回線による常時接続に対

する様々な懸念あるいは障害を持たれている方々の

センシティブなデータ管理については、より慎重な

対応で臨む自治体が多く、法令改正などの手続きが

必要であろう。なお、このシステムは単独での運用、

イントラネット内の利用も可能となっている。また

使用匿名化してのデータの CSV 出力機能を搭載して

いるため、必要に応じてデータのやり取りは可能で

ある。 

多くの方々に活用いただき、障害を持たれている

方々の社会参加の一助となれば幸いである。 

 

 

F．研究発表 

プログラムのダウンロードサイト

（https://hosougu.info/user/）の開設とともに配

布用プログラムを公開した。 
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「支援機器の効果的活用や支援方法等に関する情報基盤整備に関する研究」に係る 

「補装具費支給制度における借受け方式導入に向けた調査」 

 

研究分担者 山田英樹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
研究所障害福祉研究部 部長 

研究分担者 筒井澄栄 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
研究所障害福祉研究部 心理実験研究室室長 

 

研究要旨 

本研究では、現行制度を踏まえて、借受け制度導入の目的及びその対象者を明確化するとと

もに、貸与可能な種目及び価格、実施方法等のあり方などについて調査し、当センターで開発

した補装具費支給情報システムプロトタイプ（以下、システムプロトタイプ）での対応方法等

検討することを目的としている。 

補装具費支給制度における借受け方式導入について、借受けの基本的な考え方、法制度、関

係機関の役割、補装具費の支給範囲、支給事務の内容等について、WEB及び文献等の公開情報

を対象として調査を実施し、整理した。 

補装具費支給制度における借受け方式導入する場合のシステムプロトタイプ上における対応

方法等について、システム化要件、機能設計、論理データベース設計、画面・帳票設計、物理

データベース設計の変更点等の影響内容について検討・整理した。 

 
A．研究目的 

補装具は、障害者（「障害児」を含む。）の身体

機能の一部を補完し、自立や社会参加を支える極め

て重要な役割を果たすものであり、「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

においては、補装具製作に係る費用を支給すること

により、個々の障害に応じた補装具が給付される仕

組みとなっている。一方、補装具費支給制度のあり

方については、かねてより補装具の適切かつ効率的

な利用と限りある財源を有効に活用する観点から、

一部の種目について、借受け方式を導入すべきとす

る意見が多くの関係者から寄せられている。 

本研究では、現行制度を踏まえて、貸与の目的及

びその対象者を明確化するとともに、貸与可能な種

目及び価格、実施方法等のあり方などについて調査

し、当センターで開発した補装具費支給情報システ

ムプロトタイプ（以下、システムプロトタイプ）で

の対応方法等検討することを目的としている。 

 

B．研究方法 

補装具費支給制度における借受け方式導入につい

て、貸与の目的及びその対象者を明確化するととも

に、貸与可能な種目及び価格、実施方法等のあり方

などについて、WEB及び文献等の公開情報を対象と

して調査を実施した。 

補装具費支給制度における借受け方式導入につい

て、システムプロトタイプ上での対応方法等につい

て検討した。 

 

Ｃ．研究結果 

１．借受けの基本的な考え方 

借受けの基本的な考え方について、障害保健福祉

部企画課からの事務連絡「補装具費支給制度におけ

る借受けの導入に係る留意事項について」の資料を

基に整理した。 

１）概要 

補装具は、身体障害者の身体状況に応じて個別に

身体への適合を図るよう製作されたものを基本とし
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ていることから、購入を原則としているところであ

る。今後もこの考え方は 維持していくこととしてお

り、改正障害者総合支援法においては、借受けにつ

いて、「借受けによることが適当である場合に限る」

と規定している。  

具体的には、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律施行規則 （平成 18 年厚

生労働省令第 19 号）（以下「障害者総合支援法施

行規則」という。）で定めることとしており、①身

体の成長に伴い、補装具の短期間での交換が必要で

あると認められる場合、②障害の進行により、補装

具の短期間の利用が想定される場合、③補装具の購 

入に先立ち、比較検討が必要であると認められる場

合、と規定する予定である。  

借受けによる補装具費の支給にあたっては、支給

決定プロセスを大きく変えるものでは なく、身体障

害者福祉法第９条第７項に定める身体障害者更生相

談所（以下「更生相談所」 という。）等による専門

的な判断により、必要性が認められた場合に限られ

るものである。 

２．法制度について 

補装具費支給制度における借受けの導入に関わる

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」

について、「社会保障審議会障害者部会（第 86回）」

の資料を基に整理した。 

１）趣旨 

障害者が自らの望む地域生活を営むことができる

よう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充

実や高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利

用を促進するための見直しを行うとともに、障害児

支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための

支援の拡充を図るほか、サービスの質の確保・向上

を図るための環境整備等を行う。 

２）概要 

（１）障害者の望む地域生活の支援について 

① 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者

等を対象として、定期的な巡回訪問や随時の対応に

より、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行う

サービスを新設する（自立生活援助） 

② 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事

業所・家族との連絡調整等の支援を行うサービスを

新設する（就労定着支援） 

③ 重度訪問介護について、医療機関への入院時も

一定の支援を可能とする 

④ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉

サービスを利用してきた低所得の高齢障害者が引き

続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービス

を利用する場合に、障害者の所得の状況や障害の程

度等の事情を勘案し、当該介護保険サービスの利用

者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕

組みを設ける 

（２）障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな

対応について 

①重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に

対し、居宅を訪問して発達支援を提供するサービス

を新設する 

②保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等

訪問支援について、乳児院・児童養護施設の障害児

に対象を拡大する 

③医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けら

れるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連

携促進に努めるものとする 

④ 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構

築を推進するため、自治体において障害児福祉計画

を策定するものとする 

（３）サービスの質の確保・向上に向けた環境整備

について 

①補装具費について、成長に伴い短期間で取り替え

る必要のある障害児の場合等に貸与の活用も可能と

する 

②都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を

公表する制度を設けるとともに、自治体の事務の効

率化を図るため、所要の規定を整備する 

３）施行期日 

平成 30年 4月 1日（(2)の③については公布の日

（平成 28年 6月 3日））である。 

 

３．都道府県、更生相談所、市町村の役割 

都道府県、更生相談所、市町村の役割について、

障害保健福祉部企画課からの事務連絡「補装具費支
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給制度における借受けの導入に係る留意事項につい

て」の資料を基に整理した。 

１）都道府県の役割 

都道府県にはこれまでも、市町村間の連絡調整、

市町村に対する情報提供その他の必 要な援助を行う

とともに、各市町村の区域を越えた広域的な見地か

ら実情を把握するよう、また、更生相談所が技術的

中枢機関としての業務が遂行できるような体制整備

に努 めるよう、平成 18 年９月 29 日障発第 0929006 

号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉 部長通知

「補装具費支給事務取扱指針について」（以下「指

針」という。）において規定しているところである。 

借受けについては、更生相談所等による専門的な

判断が欠かせないことから、より一層市町村と都道

府県の連携強化に努める。 

２）身体障害者更生相談所の役割 

更生相談所にはこれまでも、補装具費支給制度に

おける技術的中枢機関及び市町村等の相談機関とし

て、補装具の専門的な直接判定、市町村への技術的

支援、補装具費支給意見書を作成する医師に対する

指導、補装具の販売又は修理を行う業者（以下「補

装具業者」という。）に対する指導及び指定自立支

援医療機関、児童福祉法第 19 条の規定に基づく療

育の指導等を実施する保健所（以下「保健所」とい

う。）、難病の患者に対する医療等に関する法律（平

成 26 年法律第 50 号）第５条第１項に規定する指

定医療機関（病院又は診療所に限る。）に対する技

術的助言等を行うよう、指針において規定している

ころである。 

借受けは更生相談所等による専門的な判断により

必要性が認められる場合に限られるものであり、「１ 

借受けの基本的な考え方」で示したとおり障害者総

合支援法施行規則に規定する予定の「借受けによる

ことが適当である場合」に照らして、必要性を適切

に判断する。 

また、借受けは新たな対応であり、参考となる対

応事例が少ない状況にあることから、今後制度を円

滑に運用するためにも、厚生労働省としても事例を

収集し情報提供する必要があると考えているため、

各更生相談所間で情報共有を図り、事例を積み重ね

る等により協力する。 

３）市町村 

市町村にはこれまでも、補装具費支給制度の実施

主体として、補装具費の支給申請に対して適切に対

応できるよう、補装具の種目、名称、型式及び基本

構造等について十分に把握するとともに、申請者が

適切な補装具業者を選択できるような情報提供、更

生相談所及び補装具業者との情報共有等を行うよう、

指針において規定しているところである。 

借受けは、購入、修理と同様、市町村が支給決定

を行うので、「１ 借受けの基本的な考え方」で示し

たとおり、障害者総合支援法施行規則に規定する予

定の「借受けによることが適当である場合」に照ら

して、適切に支給決定を行うようお願いする。支給

決定にあたっては、更生相談所との連携が重要であ

ることから、より一層更生相談所との連携を図る。 

 

４．補装具費の支給範囲の拡大について 

補装具費の支給範囲の拡大について、社会保障審

議会障害者部会（第 86回）の資料を基に整理した。 

１）概要 

補装具費については、身体障害者の身体機能を補

完・代替する補装具の「購入」に対して支給されて

いるが、成長に伴って短期間での交換が必要となる

障害児など、「購入」より「貸与」の方が利用者の

便宜を図ることが可能な場合がある。 

このため、「購入」を基本とする原則は維持した

上で、障害者の利便に照らして「貸与」が適切と考

えられる場合に限り、新たに補装具費の支給の対象

とする。 

図表 1 購入・貸与の考え方 

 
 

２）貸与が適切と考えられる場合について 

下記のような場合が想定されるが、今後、関係者

の意見も踏まえて検討の必要がある。 

・ 成長に伴って短期間での交換が必要となる障害児 
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・ 障害の進行により短期間の利用が想定されるもの 

・ 仮合わせ前の試用 

 

３）貸与の活用があり得る種目の例 

貸与の活用があり得る種目の例として、下記の二

つが考えられる。 

 

図表 2 貸与の活用があり得る種目の例 

種目名 種目説明 種目イメージ 

歩行器 歩行機能を補うた

め、移動時に体重を

支える器具 

   

座位保

持椅子 

姿勢を保持すること

が困難な障害児が日

常生活の中で使用 

   

 

５．補装具費支給制度における借受け導入について

の検討事項 

補装具費支給制度における借受け導入についての

検討事項について、社会保障審議会障害者部会（第

86 回）の資料を基に整理した。 

 

１）概要 

補装具費の支給については、「購入」を基本とす

る原則は維持した上で、障害者の利便に照らして「借

受け」が適切と考えられる場合に限り、新たに補装

具費の支給の対象とする。 

２）障害者総合支援法の条文 

障害者総合支援法の条文において、「借受け」は

下記のように定義されている。 

第七十六条 市町村は、障害者又は障害児の保護者

から申請があった場合において、当該申請に係る

障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が

補装具の購入、借受け又は修理（以下この条文及

び次条において「購入等」という。）を必要とす

る者であると認めるとき（補装具の借受けにあっ

ては、補装具の借受けによることが適当である場

合として厚生 労働省令で定める場合に限る。）

は、当該障害者又は障害児の保護者（以下この条

において「補装具費支給対象障害者等」という。）

に対し、当該補装具の購入等に要した費用につい

て、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係

る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のう

ち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上

であるときは、この限りでない。  

２ 補装具費の額は、一月につき、同一の月に購入

等をした補装具について、補装具の購入等に通常

要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該

補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、

当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下

この項において「基準額」という。）を合計した

額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の

負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める

額（当該政令で定める額が基準額を合計した額の

百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当

する額）を控除して得た額とする。  

３ 市町村は、補装具費の支給に当たって必要があ

ると認めるときは、厚生労働省令で定めるところ

により、身体障害者更生相談所その他厚生労働省

令で定める機関の意見を聴くことができる。  

４ 第十九条第二項から第五項までの規定は、補装

具費の支給に係る市町村の認定について準用する。

この場合において、必要な技術的読替えは、政令

で定める。  

５ 厚生労働大臣は、第二項の規定により厚生労働

大臣の定める基準を適正なものとするため、必要

な調査を行うことができる。  

６ 前各項に定めるもののほか、補装具費の支給に

関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

 

３）補装具の借受けによることが適当である場合に

ついて 

補装具の借受けによることが適当である場合は、

下記の３ケースである。 

①身体の成長に伴い、補装具の短期間での交換が必

要であると認められる場合 

②障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定

される場合 

③補装具の購入に先立ち、比較検討が必要であると

認められる場合 

 

H29

94



４）検討過程について 

補装具費支給制度における借受け導入についての

検討過程は、下記のようである。 

図表 3 借受け導入についての検討過程 

平成２８年度 平成２９年度 

障害者

総合支

援法の

一部改

正 

補装具費に

ついて、「購

入、修理」を

「購入、借受

け又は修理」

に改正 

障害者総

合支援法

施行規則

及び児童

福祉法施

行規則の

一部改正 

補装具費について、

「購入、修理」を「購

入、借受け又は修理」

に改正し、「補装具の

借受けによることが適

当である場合」につい

て追加する予定。 

借受け

の導入

に係る

調査研

究 

平成２８年度

障害者総合

福祉推進事

業において

「借受け導入

に係る制度の

あり方に関す

る研究」を実

施し、借受け

が適当とされ

る場合の要件

等について、

調査研究を行

う。 

補装具評

価検討会 

【平成２９年６月 29 日】 

補装具費支給制度に

おける借受けの導入

に係る対象となる種目

等について、議論。 

【平成 29 年８月７日】 

借受けの導入に係る

省令改正案（借受け対

象になる場合）、対象

となる種目等につい

て、前回の議論を踏ま

え、議論。 

【平成 29 年８月 31 日】 

借受の導入に係る省

令改正案及び対象と

なる種目等について、

了承。 

※補装具評価検討会は、補装具の種目、名称、型式、額等の検

討を行い、種目の採り入れの円滑化や価格の適正化に資するこ

と等を目的として開催しており、障害保健福祉部長が委嘱した学

識経験者等により構成。 

 

５）補装具評価検討会における主な意見 

補装具評価検討会における主な意見は、下記のよ

うである。 

申請者が短期間で次々に要求できるという誤解を

生まないようにすべきではないか。借受けの必要性

について身体障害者更生相談所等の専門的な判断に

より必要性が認められた場合に限るべき。 

借受けを継続する場合は、必要性を再評価する仕

組みが必要ではないか。 

適切な補装具を選定し購入するために借受けを活

用するとよいのではないか。 

ガイドライン（補装具費支給事務取扱指針等）で、

具体的な支給決定プロセス、想定される借受け期間

等をわかりやすく周知していくのがよい。 

借受けの適切な判断を行っていくためにも、身体

障害者更生相談所等の判定スキル向上が重要であり、

特に児童の場合は指定自立支援医療機関や保健所の

意見書により市町村が決定している現状を踏まえ、

そういった機関で適切に借受けの判断を行っていく

ためにも、制度の趣旨を徹底したり、研修を行う必

要があるのではないか。 

 

６．補装具費支給制度における借受けにおいて対象

となる種目について 

補装具費支給制度における借受け導入についての

検討事項について、社会保障審議会障害者部会（第

86回）の資料を基に整理した。 

借受けは、身体障害者更生相談所、指定自立支援

医療機関等によりその必要性を判定した上で、支給

を決定する。 

障害児の申請については、身体障害者更生相談所

の助言を求めることが望ましい。 

対象となる種目は補装具告示第１項に規定するい

わゆる「特例補装具」を除く。 

補装具のうち、申請前の訓練において使用される

種目については、医療保険と補装具費支給制度の関

係性について整理が必要であり、継続して検討。 

当面は上記の種目を対象とするが、将来的な対象

種目等については引き続き検討。 

図表 4 各場面における対象種目等 

 

 

７．支給事務 

支給事務について、障害保健福祉部企画課からの

事務連絡「補装具費支給制度における借受けの導入

に係る留意事項について」の資料を基に整理した。 

１）申請について 

補装具の購入、修理の支給にあたり、市町村は、

身体障害者から補装具費支給申請書 （別添様式例第 
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1 号）の提出を受け、調査書（別添様式例第 2 号）

を作成することを、指針において規定しているとこ

ろである。 

借受けについては、「借受けによることが適当で

ある場合に限る」といった法の趣旨を踏まえ、支給

決定に至るまでの過程で借受けの必要性を判断する

こととなるため、市町村は、当該申請において借受

けが想定される場合は、申請者の意向をよく聴取し

た上で、調査書、判定依頼書（指針に規定する別添

様式例第 3 号）に申請者の意向を記入する等により、

更生相談所等との連携に努める。 

 

２）判定について 

当該申請について、市町村が借受けの検討が必要

と判断した場合は、更生相談所等が必要性を判断す

ることを想定しているところであり、更生相談所等

は、購入の場合と同様に医学的判定を行い、「１ 借

受けの基本的な考え方」で示したとおり、障害者総

合支援法施行規則に規定する予定の「借受けによる

ことが適当である場合」に該当するかどうかを判断

することになる。なお、借受けによることが適当と

判断した場合は、判定書（身体障害者福祉法施行規

則（昭和 25 年厚生省令第 15 号）別表第 1 号）に、

想定される借受け期間、使用効果等を記載し、市町

村に判定結果を送付することとする。 

市町村は、身体障害児・者に関わらず、補装具の

構造、機能等に関することで技術的な助言を必要と

する場合に、更生相談所に助言を求めることとして

いることに鑑み、借受けの判定にあたっては、更生

相談所の医学的判定を求めることが望ましい。また、

市町村が借受けを想定した判定依頼をしていない場

合においても、更生相談所が判定の過程で借受けに

よることが適当と判断できる場合は、借受けの必要

性を判定し、想定される借受け期間、使用効果等を

判定書に記載することにより、市町村に判定内容を

伝達することが望ましい。 

 

３）支給決定について 

義肢、装具、座位保持装置の完成用部品以外の箇

所については「購入」として支給決定し、借受けが

必要な完成用部品についてのみ、「借受け」として

支給決定する。その他の補装具のうち、借受けの対

象となる補装具については、「借受け」として支給

決定する。 

１つの部品に係る借受けについて、交換までの期

間は、最長１年を原則とするが、必要があれば概ね

１年ごとに再度判定を行うことにより、最長３年程

度とすることを可能とすることを想定している。 

支給決定にあたっては、耐用年数や想定される使

用期間等を踏まえ、借受けの必要性を判断すること

が必要である。 借受け中の補装具の修理が必要とな

った場合は、当該月について修理基準で規定する 額

を借受け費として支給決定することを想定している。 

また、支給決定にあたっては、①借受け対象の用

具 ②想定される借受け期間 ③想定される借受けの

効果について、申請者に十分説明することが必要で

ある。 

４）補装具費の支給について 

補装具費の支給は、購入と同様の手順となる。た

だし、借受けに係る補装具費は、借受け期間中は毎

月支給することになる。 初回は従来通り申請、判定、

支給決定を行った上で補装具費を支給する。２月目

以降は、申請者又は代理受領を行う事業者からの請

求をもって、借受けに係る補装具費を支給する。支

給決定時に想定した借受け期間が終了した場合は、

改めて更生相談所等により必要性を判断することに

なるため、判定、支給決定を行った上で、補装具費

を支給する。 

５）支給決定期間終了後の取扱いについて 

支給決定時に想定した期間が終了した場合は、購

入が可能か、借受けを継続するかを勘案して、再度

支給決定を行う。その際は、（２）と同様、更生相

談所の医学的判定に基づくことが望ましい。 

 

Ｄ．考察 

 システムプロトタイプでの対応方法の検討を行った。 

１．対応方針 

補装具費支給制度における借受け方式導入に伴い、

補装具費支給申請業務の業務フローは下図のように

なり、支給申請書等の関係書類上では、これまで購

入、修理で対応していた項目に借受けが追加される

が、業務フローは大きく変わらないと想定している。 
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借受けが項目として追加されることによるシステ

ムプロトタイプ上での対応方法について、次の項目

に沿って検討した。 

① システム化要件 

② 機能設計 

③ 論理データベース設計 

④ 画面・帳票設計 

⑤ 物理データベース設計 

 

２．システム化要件 

本システムプロトタイプは、補装具費支給業務を

支援するシステムで、下図のようなイメージとなっ

ている。補装具費支給制度における借受け方式導入

の場合、借受けは、本システムプロトタイプの既存

機能の修正（申請に関わる帳票に借受け項目を追加

する等）により対応できるので、システムイメージ

の変更は必要ないと考えられる。 

 

図表 5 システムイメージ 

 

 

1）システム環境 

本システムプロトタイプのサーバハードウェア環

境及びサーバソフトウェア環境は、下記のようにな

っている。補装具費支給制度における借受け方式導

入の場合、借受けは、既存機能の処理及びほぼ同じ

データサイズで実現可能であるため、システム環境

に変更はないと想定している。 

 

2）全体業務フロー 

補装具費支給制度における借受け方式導入を踏ま

え、借受けを追加した補装具費支給業務の全体業務

フローは図表 5のようになると考えられる。 

 

 

図表 6 補装具費支給制度における借受け方式導入

を踏まえた業務フロー  

 

 

３）対象業務範囲 

本システムプロトタイプが対象とする業務の範囲

は下記の申請受付業務と判定業務となっており、補

装具費支給制度における借受け方式導入の場合も、

上記業務で扱う帳票の項目に借受けを追加すること

で対応できるので、対象業務範囲において変更はな

いと考えられる。 

 

図表 7 申請受付業務と判定業務 

NO 対象

業務 

対象者 業務内容 

１ 申請

受付

業務 

市区町村

の担当者 

①申請書の内容に基づき、判定依頼調

書及び判定依頼書を作成する。 

②作成した判定依頼書、判定依頼調書

及び申請書を更生相談所に送付する。 

２ 判定

業務 

更生相談

所の担当

者 

判定業務は、下記の手順で業務を遂行

する。 

①市区町村の担当者より判定依頼書、

判定依頼調書及び申請書を受領する。 

②受領した書類をもとに、医師とともに

判定を行い、処方箋を作成する。 

また、申請受付業務と判定業務のフローは、下図

のようになっている。 

図表 8 申請受付業務と判定業務のフロー 
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４）対象業務フロー設計 

本システムプロトタイプにおける対象とする実業

務内容は下記のような業務フローとなっており、補

装具費支給制度における借受け方式導入の場合も、

下記業務フローで扱う帳票の項目に借受けを追加す

ることで対応できるので、対象業務フロー設計で変

更はないと考えられる。 

 

図表 9 借受け方式導入の場合の申請受付業務と判

定業務のフロー 

NO 対象

業務 

業務内容 システム上における業務フロー 

１ 申請

受付

業務 

判定依頼

調書の作

成 

申請者から、申請書を受付けた後、シ

ステム上で下記の内容を実施する。 

①補装具費支給情報管理機能の新

規作成機能で判定依頼調書を選択す

る。 

②申請書の内容に基づき、新規作成

画面に必要な情報を入力し、判定依

頼調書情報を登録する。 

③必要に応じて、判定依頼調書情報

の編集、検索、出力を行う。 

  判定依頼

書の作成 

申請者から、申請書を受付けた後、シ

ステム上で下記の内容を実施する。 

①補装具費支給情報管理機能の新

規作成機能で判定依頼書を選択す

る。 

②申請書の内容に基づき、新規作成

画面に必要な情報を入力し、判定依

頼書情報を登録する。 

③必要に応じて、判定依頼調書情報

の編集、検索、出力を行う。 

２ 判定

業務 

処方箋の

作成 

市区町村の担当者から、書類（申請

書、判定依頼調書、判定依頼書）を受

付けた後、システム上で下記の内容

を実施する。 

①補装具費支給情報管理機能の新

規作成機能で対象の処方箋を選択す

る。 

②書類の内容に基づき、新規作成画

面に必要な情報を入力し、処方箋情

報を登録する。 

③必要に応じて、処方箋情報の編

集、検索、出力を行う。 

 

３．機能設計 

本システムプロトタイプの機能は、下記３機能を保有

しており、総称して補装具費支給支援機能と呼ぶ。 

補装具費支給制度における借受け方式導入の場合、

補装具費支給情報管理機能で扱う帳票に借受けの項

目を追加することにより対応できるので、機能とし

ての変更はないと考えられる。 

 

図表 10 システムの３機能 

NO 要件 機能 説明 

１ 情報

共有 

補装具費

支給 

情報管理

機能 

○情報の共有化を目的とし、情報の入

力・検索・閲覧・編集・出力・加工する

機能とする。 

○本事業では、申請受付業務及び判

定業務で生じる帳票（判定依頼調書、

判定依頼書、義手処方箋、義足処方

箋、車椅子処方箋、電動車椅子処方

箋、座位保持装置処方箋の７種類）を

対象とし（以降、対象帳票）、入力・検

索・閲覧・編集・出力・加工する機能を

実装した。 

２ 資料

提供 

補装具費

支給判定

Q&A 提供

機能 

○専門的知識の欠如を補足するこ

とを目的とし、補装具費支給に関連す

る資料を提供する機能とする。 

○本事業では、厚生労働省HP及び

公益財団法人テクノエイド協会HPなど

補装具費支給関連の資料を表示する

仕組みのイメージを実装した。             

３ 研修

実施 

E-learning   

研修機能 

○専門的知識の強化を目的とし、

E-learningによる補装具費支給事務内

容の研修機能とする。  

○本事業では、埼玉県総合リハビリテ

ーションセンターが行っている身体障

害者福祉担当新任研修及び職員研修

を用いて、E-learning による研修のイメ

ージを実装した。  

 

４．論理データベース設計 

論理データベース設計は、対象テーブルについて、

データベース論理設計図（ER 図）を作成する。補装具

費支給制度における借受け方式導入の場合、下記対

象テーブルの中で No.7～No.13 の帳票における新規・

再交付に関連する項目に借受けを追加することにより

対応が可能である。 

図表 11 対象テーブル一覧 

No エンティティ名 テーブル名 

1 ユーザ user 

2 ユーザ区分 user_type 

３ 登録状態種別 register_status 

４ アクセス履歴 access_log 

５ アクセス種別 access_type 

６ ユーザ履歴 user_log 

７ 義手処方箋 artificial_arm_prescription 

８ 義足処方箋 artificial_leg_prescription 

９ 車椅子処方箋 wheelchair_prescription 

10 
電動車椅子 

処方箋 

electric_wheelchair_prescri

ption 

11 
座位保持装置

処方箋 

sitting_holding_device_pres

cription 

12 判定依頼調書 
judgement_request_investiga

tion 

13 判定依頼書 judgement_request_form 
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Ｅ．結論 

研究に協力いただいている自治体関係者に借受制

度に対する準備状況についてヒアリングを行った時

点において、借受制度の詳細については何も通達等

がなされていない状況であり、対応は行っておらず、

新年度が始まってから対応するとのことであった。

データベース構築の目的の一つである業務支援（業

務量軽減）については、借受制度が動き始めてから、

業務フローについて検討することが必要であること

が確認された。 

基本的には、現行の補装具費支給制度に貸与品目

の導入とそれに伴う、貸与期間などの項目の追加が

考えられるが、システム上問題ないことが確認され

た。 

 

Ｇ．研究発表 

無 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

無 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
「支援機器の効果的活用や支援方法等に関する情報基盤整備に関する研究」に係る 

「補装具適合・判定支援モデル事業補装具費支給情報調査」 

 

研究分担者 筒井澄栄 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
研究所障害福祉研究部 心理実験研究室室長 

研究協力者 鈴木隆弘 みずほ情報総研株式会社 
情報通信研究部 マルチメディア技術チーム 

 

研究要旨  

本研究では、補装具費支給申請手続きや補装具の適合・判定に係る情報を収集・蓄積・共有

し、業務の適正化、効率化に資するデータベースシステム（以下、当該データベースシステム

とする）の実現を支援することを目的とする。 

当センターで開発した補装具費支給情報システムは、補装具費支給情報管理機能、補装具費

支給判定 Q&A 提供機能、E-learning研修機能の 3機能を有しており、本システムプロタイプの

補装具費支給情報管理機能で管理する帳票情報をより汎用的にし、それを利用した分析を行え

るようにするため、更生相談所の帳票情報を対象とした調査等を実施した。 

全国 4か所の障害者更生相談所（愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県）の協力を得て、義手、

義足、車椅子、電動車椅子および座位保持装置の 5種類の補装具について、平成 28年 4月以

降に支給決定がなされた補装具費支給申請に係る各種帳票で、直近のものから 20件を選定し、

結果として 369件の客体についての帳票等を収集することができた。また、これらの収集情報

を利用し、各補装具の種類の内訳、価格分布、自治体別の傾向等の集計・分析を行った。 

 
A．研究目的 

ニッポン一億総活躍プランでは「障害者が希望や

能力、障害者疾病の特性等に応じて最大限活躍でき

る環境を整備することが必要である。」とされてい

る。補装具は、「障害者等の身体機能を補完し、又

は代替し、かつ、長期間に渡り継続して使用される

もの」とされている。補装具は、障害者が日常生活

や就労活動を行い、社会において最大限活躍するた

めの環境整備の基本的なものであるが、その給付に

当たっては、個々人の状態に合わせた補装具が適切

に給付されないと十分な能力が発揮できない状況に

あることから障害者の社会参加を促進するためにも、

障害者が適切な補装具を適正に入手できる体制の整

備が必要である。 

また、更生相談所、自治体における現状を見ると、

補装具給付事務について専門知識を有する職員の不

足、新規補装具等に対する情報不足などの課題があ

る。これらの課題は、これまでに当センターにおい

て実施してきた調査研究からも明らかになっており、

その解決策として、補装具費支給申請手続きや適

合・判定に関する情報の共有及び利活用が挙げられ

ている。このような状況の中、当センターの役割と

して、補装具費支給申請手続きや福祉機器に関する

情報提供を視野に入れた全国の中核的な存在が期待

されているところである。 

以上のような背景を踏まえ、データベースシステ

ムによる補装具費支給申請の手続きや補装具の判

定・適合に関する情報の共有化や業務支援を実施す

ることによって、更生相談所、自治体における業務

の質の向上を目的とした支援の仕組みの構築や補装

具費支給制度の申請手続きや補装具の判定・適合に

おける実用化に向けた課題抽出の仕組みの構築に利

活用できるモデル事業を実施した。 
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２）目的 

本業務では、補装具費支給申請手続きや補装具の

適合・判定に係る情報を収集・蓄積・共有し、業務

を支援するデータベースシステム（以下、当該デー

タベースシステムとする）を実現するためのモデル

事業として、以下の業務を予定している。 

当センターで開発した補装具費支給情報システム

プロトタイプは、補装具費支給情報管理機能、補装

具費支給判定 Q&A提供機能、E-learning研修機能の

3機能を有しており、本システムプロタイプの補装

具費支給情報管理機能で管理する帳票情報をより汎

用的にし、それを利用した分析を行えるようにする

ため、WEB及び文献等の公開情報を対象とした調査

や更生相談所の帳票情報を対象とした調査等を実施

した。 

 

B．研究方法 

全国 4か所の障害者更生相談所（愛知県、大阪府、

愛媛県、福岡県）から、義手、義足、車椅子、電動

車椅子および座位保持装置の 5種類の補装具を対象

に、補装具費支給申請に係る各種帳票を収集し、各

補装具の種類の内訳、価格分布、自治体別の傾向等

の集計・分析を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

調査研究協力機関へは、収集したデータは集計及

び統計処理を行い、個人情報が集計結果として公表

されることがないこと。また、本調査により収集さ

れたデータは、本調査の趣旨以外の目的で使用され

ることはないことを文書及び口頭で説明を行い、了

承の得られた機関で行った。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

１）概要 

収集した帳票のうち、補装具の処方が分かる帳票

（処方箋等）を対象として、集計・分析を行った。 
下表は、対象とした帳票を、更生相談所別、補装

具の種類別（新規、修理）で整理した表である。 
 
 

図表 1 集計・分析対象とする帳票 

 
合計 義手 義足 

義足 

修理 

座位保

持装置 

座位保

持装置 

修理 

車椅

子 

車椅

子 

修理 

電動車

椅子 

合 計 411 64  64  17  77  5 98 2 84 

名古屋市 122 22  17  4  26  1 32 0 20 

大阪市 111 21  15  5  21  1 22 2 24 

福岡県 100 15  12  8  17  3 24 0 21 

愛媛県 78  6  20  0  13  0 20 0 19 

 
２）申請された補装具の内訳 
図表 2 は、申請された補装具の内訳について整理

した表である。 
図表 2 申請の内訳 

申請補装具 度数 パーセント 

義手 64 15.6% 

義足 64 15.6% 

座位保持装置 77 18.7% 

車椅子 98 23.8% 

電動車椅子 84 20.4% 

義足・修理 17 4.1% 

座位保持装置・修理 5 1.2% 

車椅子・修理 2 0.5% 

合計 411 100.0% 

 
３）義手の種類の内訳 
図表3及び円グラフは、申請された補装具のうち、

義手の種類の内訳について整理したものである。 
義手の種類の中で、前腕義手の割合が最も多い。 
 

図表 3 義手の種類の内訳 
義手の種類名 度数 パーセント 

肩甲胸郭間切断義手 1 1.6% 

肩義手 6 9.4% 

上腕義手 8 12.5% 

前腕義手 21 32.8% 

手義手 5 7.8% 

手部義手 13 20.3% 

手指義手 10 15.6% 
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４）自治体別の義手の種類の割合 
図表 4 の棒グラフは、申請された義手のうち、自

治体別に義手の種類の割合を整理したものである。 

 

図表 4 自治体別の義手の種類の割合 

 
 

５）義手の特徴 

図表 5 の表及び円グラフは、申請された義手の各

種類に対して、義手の使用目的で整理したものであ

る。 

使用目的は、装飾手袋が 91%と最も多く、それ以

外は大きな違いは見られない。 

 

図表 5 義手の各種類に対する分類内容 

 

肩甲胸

郭間切

断義手 

肩義

手 

上腕 

義手 

前腕 

義手 

手義

手 

手部 

義手 

手指 

義手 
合計 

装飾手袋 1  5  6  18  5  13 10 58 

装飾ハンド 0  0  1  0  0  0 0 1 

能動フック 0  1  0  0  0  0 0 1 

能動式 0  0  0  3  0  0 0 3 

能動式ハンド 0  0  1  0  0  0 0 1 

合計 1  6  8  21  5  13 10 64 

 

６）義手の価格分布 

下の表及び箱ひげ図は、申請された義手について、

義手の価格の分布について整理したものである。 

肩義手や上腕義手は価格のばらつきが大きく、手

指義手は価格のばらつきが小さいことが見て取れる。 

 

図表 6 義手の価格分布 

申請補装具 度数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

肩甲胸郭間

切断義手 
1 291,186 . 291,186 291,186 

肩義手 6 299,029 140,996.1 96,835 463,425 

上腕義手 8 345,696 123,575.9 180,780 577,028 

前腕義手 21 248,942 77,933.2 123,873 498,586 

手義手 5 116,122 58,531.36 28,631 171,767 

手部義手 13 153,074 162,991.7 56,172 674,388 

手指義手 10 76,374 36,911.56 28,034 156,414 

 

 
７）義足の種類の内訳 

図表 7 の表及び円グラフは申請された補装具のう

ち、義足の種類の内訳について整理したものである。 
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義足の種類の中で、下腿義足の割合が最も多い。 

 

図表 7 義足の種類の内訳 

申請補装具 度数 パーセント 

股義足 2 3.1% 

大腿義足 11 17.2% 

下腿義足 46 71.9% 

果義足 2 3.1% 

足根中足義足 3 4.7% 

合計 64 100.0% 

 

 

 

８）下肢切断の原因 

図表 8 は、申請された義足のうち、下腿切断の原

因について整理したものである。 

下腿切断の原因として、循環器系疾病による切断

が全体の 33%であることが見て取れる。 

 

図表 8 下腿切断の原因 
下腿切断の原因 度数 パーセント 

火傷 1 1.6% 

17.3% 

開放骨折 1 1.6% 

外傷 1 1.6% 

交通事故 2 3.1% 

事故 6 9.4% 

踵骨骨折・骨髄炎 1 1.6% 
3.2% 

脛骨骨髄炎 1 1.6% 

足部難治性潰瘍 1 1.6 % 
7.9% 

壊死・壊疽 4 6.3% 

悪性軟部腫瘍 1 1.6% 

4.8% 下肢扁平上皮癌 1 1.6% 

骨肉腫 1 1.6% 

バージャー病 1 1.6% 
7.9% 

閉塞性動脈硬化症 4 6.3% 

糖尿病 1 1.6 % 25.1% 

糖尿病性骨髄炎 1 1.6% 

糖尿病性壊死・壊疽 11 21.9% 

未記入 22 34.4 % 34.4 % 

合計 64 100 % 100 % 

 

９）義足の価格分布 

図表9及び箱ひげ図は、申請された義足について、

義足の価格の分布について整理したものである。 

大腿義足や下腿義足は価格のばらつきが大きいこ

とが見て取れる。 

 

図表 9 義足の価格分布 
申請補装具 度数 平均値 標準偏差 最小値 最大値 

股義足 2  871,386  114,603  790,349  952,422  

大腿義足 11  783,794  234,051  382,310  1,115,596  

下腿義足 46  453,349  157,675  246,961  1,002,569  

果義足 2  198,177  53,208  160,553  235,800  

足根中足義足 3 63,128 5,047 58,855 68,696 

 

 

10）自治体別の義足の種類の割合 

図表 10 の棒グラフは、申請された義足のうち、自

治体別に義足の種類の割合を整理したものである。  

どの自治体も下腿義足の割合が多い。 

図表 10 自治体別の義足の種類の割合 
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11）車椅子の種類 

図表 11 の円グラフは、申請された車椅子のうち、

車椅子の種類の内訳について整理したものである。 

普通型の車椅子の割合が最も多い。 

 

図表 11 車椅子の種類 

 
 

12）電動車椅子の種類 

図表 12 の円グラフは、申請された電動車椅子のう

ち、電動車椅子の種類の内訳について整理したもの

である。 

簡易型の車椅子の割合が最も多い。 

 

 
 

Ｅ．結論 

研究協力のお願いするに当たり、各自治体に問い

合わせをした際に、個人情報の取り扱いが自治体ご

とに異なることが明らかとなり、全国規模のデータ

ベース構築における課題が明らかとなった。 

協力いただいた自治体のデータを整理した結果、

①下肢切断の原因が、交通事故や労働災害といった

外傷から閉塞性動脈硬化症や糖尿病を起因とする循

環器疾患を原因とするものが増えている。②上肢切

断において能動義手の処方が著しく少ない。③電動

車椅子では、簡易電動車椅子の処方が約半数を占め

ていることが明らかとなった。 

 

Ｇ．研究発表 

無 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

無 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 
 

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に関するアンケート調査 

 

研究分担者 山田 英樹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
障害福祉研究部 障害福祉研究部長 

研究分担者 筒井 澄栄  創価大学文学部 

                教授 

 

平成 30年度 4月より、補装具費支給制度の取扱いについては、購入並びに修理に加え、借受けに係る費

用が支給されることになった。これを受け、借受け導入後の課題の把握とその対応案等を検討すること

を目的して、全国を 8ブロックに分け、それぞれのブロックより抽出した更生相談所に対して補装具費

支給制度における借受け制度導入後の状況に関する調査を実施した。 

借受け導入後の課題を的確に把握するために、補装具費支給制度における借受け制度導入後の状況に

関する調査を実施した。あわせて借受け制度に限らず、児童への支給決定上の課題に関する調査も実施

した。 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の進行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の効

果的な利用を促進するとともに、とともに導入後に不具合時の費用未発生、複数の利用者に活用できる

事で廃棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する自治体にとって経済的にも環境に優しい制度として考

えられているものの、補装具製作事業者、メーカー、販売店にとっては、下記の課題に対する方策がま

だ見いだせていないのが現状であることが明らかとなった。 

 

A. 研究の目的 

平成 30 年度 4 月より、補装具費支給制度の取扱い

については、購入並びに修理に加え、借受けに係る費

用が支給されることになった。これを受け、借受け導

入後の課題の把握とその対応案等を検討することを目

的して、更生相談所に対して補装具費支給制度におけ

る借受け制度導入後の状況に関する調査を実施した。 

 また、借受け導入後の課題を的確に把握するために、

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状

況に関する調査を実施した。あわせて借受け制度に

限らず、児童への支給決定上の課題に関する調査も

実施する。 

 

B．研究方法 

１）更生相談所アンケート調査実施概要 

全国を 8ブロックに分け、それぞれのブロックより

抽出した更生相談所対象に、補装具費支給制度におけ

る借受け制度導入後の状況に関するアンケート調査を

実施した。 

 

2) 調査方法及び調査時期 

2018年 10月～12月の期間に、各更生相談所が事前

に送付した調査票ファイル（EXCEL 形式）に所定の項

目を入力し、回答ファイルをみずほ情報総研株式会社

宛に送付する方式で調査を実施した。 

 

3) 調査票項目 

調査票の項目は、以下のものである。 

Q1. 平成30年4月より開始された補装具の借受け制度

の利用状況について 

Q2. 借受け制度導入後における課題やその対応等 

Q3．借受け制度導入についてのその他ご意見 

Q4．借受け制度導入を受け、補装具の種目に対する適

否について 

Q5．その理由 

Q6．借受け制度導入のメリットやデメリットについて 
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Q7．他の機関における借受け制度導入後における課題

やその対応等でご存知のもの 

Q8．他の機関における借受け制度導入のメリットやデ

メリットでご存知のもの 

Q9．借受け制度導入に伴う基準額の在り方について 

Q10．借受け制度導入の基準額の在り方についてのその

他ご意見 

Q11．借受け制度に限らず、児童への支給決定上の課題

について 

Q12．その他ご意見やご要望 

 

Ｃ．研究結果 

補装具費支給制度における借受け制度導入後の状

況に関するアンケート調査について、調査票の回答デ

ータを集計・分析した結果については以下に示すとお

りである。 

 

1） 借受け制度の利用状況について 

(1) 借受け制度の利用状況について 

平成 30 年 4 月より補装具の借受け制度が開始され

たが、4月～12月での借受け制度の利用状況について

をみると、回答いただいた 8更生相談所のすべての更

生相談所（100％）で、借受け制度の利用例は 1件も無

かった（図表 2 1）。 

 

図表 2 1 借受け制度の利用状況 

借受け制度の利用有無 回答数 構成比 総利用件数 

1.利用があった 0 0% 0件 

2.利用がなかった 8 100% － 

全体 8 100% 0件 

 

2）借受け制度導入後における課題やその対応等 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入後における課

題やその対応等に関する各フェーズでの回答内容は以

下のとおりである。 

(1) 申請・受付時の借受け制度導入後における課題や

その対応等 

申請・受付フェーズにおける、借受け制度導入後に

おける課題やその対応等についての回答は、図表 2-2

の通りである。 

 

 

 

 

図表 2 2 申請・受付時の借受け制度導入後における課題

やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事

業者

に起

因す

る問

題等 

・ 対応可能な業者がご

く一部である。 

・ 借受けに対応する事

業者がいない。 

・ 借受けに対応する事

業者の情報がない。 

・ 事業者に借受け対応

への体制が整ってい

ない。 

・ 補装具事業者への周

知が不十分であり、ま

た、借受けに対応する

事業者がない。 

・ 他都市への情報提供

をお願いしている状

況である。 

・ 今後、制度所管部署か

ら、登録補装具事業者

に対し、借受け対応が

可能かの意向確認を

行う予定である。 

・ 業者に協力依頼を行

った。（ただし、対応

できる業者はいない

状況） 

②周

知不

足に

よる

問題

等 

・ 申請時の制度概要説

明に慣れていない。 

・ 福祉事務所担当者の

借受けについての情

報が不足している。 

・ 補装具支給の実施主

体である市町村への

周知が不十分である。 

・ 児童補装具の借受け

については、療育機関

への周知ができてい

ない。 

・ 制度所管部署作成の

市民向けの案内文を

活用する。 

・ 制度の周知を引き続

き行う。 

・ 指針等の通知および

ガイドブックを用い

ての説明会を行い周

知した。 

・ 療育機関への指導権

限がないので、対応で

きない。 

③そ

の他

の問

題等 

・ システムの複雑さが

課題である。 

・ 指針では、技術的助言

の過程で借受けが必

要とされる場合は医

師意見書を出すこと

になっているが、電話

での助言が基本のた

め対応が困難である。 

・ 業者と市町村、業者と

申請者間の契約方法

が不明確である。 

・ 助言依頼の形式の事

務手続きを変更した。 

・ 契約方法については

対応できない。 
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(2) 支給決定時の借受け制度導入後における課題やそ

の対応等 

支給決定フェーズにおける、借受け制度導入後にお

ける課題やその対応等についての回答は、図表 2-3の

通りである。 

 

図表 2 3 支給決定時の借受け制度導入後における課題

やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業

者に起

因する

問題等 

・ 借受けに対応する事業

者がいない。 

・ まずは業者に対応

が可能かどうか確

認をしないと、制度

の適用に至ってい

ないのが現状であ

る。 

・ 結局購入としてい

る。 

②判断

基準に

よる問

題等 

・ 未経験である。 

・ 具体的な事例がなく、

借受けを認める判断基

準が難しい。 

・ 借受け期間終了時に向

けての再判定時期の管

理等判定事務の取り扱

いについて。 

・ 借受けに関する判断事

例がない。 

・ 借受け決定の事例が少

なく、判定を行う際に

苦慮する。 

・ 決定期間の判断基準が

難しい。 

・ 対応マニュアルや

取扱要領等の策定

をするにもたたき

台がない状態であ

る。 

・ 所内での協議、処

方医・事業者から

の情報収集、申請

者の意向や状況確

認を通して検討す

る。 

・ 補装具費支給事務

ガイドブックや他

の自治体での事例

を参考にする。 

・ 借受け判定に係る

内規を作成した。 

③その

他の問

題等 

・ 業者や自治体、制度所管

部署との調整に時間を

要する。 

・ 購入部分、完成用部品の

借受け部分、かつ、部品

ごとに支給決定を行わ

なければならない等事

務が煩雑になる。 

・ 進行性の疾患患者に期

間限定の借受け制度を

提案、紹介しにくい。 

・ 自治体、判定機関、

制度所管部署、業者

間での連携が重要

である。 

・ 補装具費借受け制

度管理簿を作成し、

判定機関や再判定

調整時期を記録し

ている。 

・ 結局購入としてい

る。 

分類 課題 対応等 

・ 補装具費の支給が毎月

必要になり、手続きが煩

雑になる。 

 

(3) 納品・フォロー時の借受け制度導入後における課

題やその対応 

納品・フォローフェーズにおける、借受け制度導入

後における課題やその対応等についての回答は、図表

2-4の通りである。 

 

図表 2 4 納品・フォロー時の借受け制度導入後における

課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者

に起因す

る問題等 

・ 借受けが対応可能な

一事業者への依頼が

集中し、在庫の関係

で業者が難色を示し

始めている。 

・ 業者としては購入時

に借受けで使用した

ものは販売できない

等厳しい状況であり、

ある程度、制度での業

者への補償が必要と

思われる。 

②メンテ

ナンスに

よる問題

等 

・ 借受け中、借受け終

了時のメンテナンス

が困難ではないか。 

・ 重度障害者用意思伝

達装置について、ア

フターフォロー等を

購入と同じように行

うことは困難。 

・ 借受け期間中に故障

した場合、どこまで

補償されるのかが不

明である。 

・ 借受け期間中のメン

テナンス対応や、万

一の事故対応が課題

である。 

・ 修理時の責任の所在

が不明確で、指針の

表現があいまいであ

る。 

・ 現状では具体事例は

ない。 

・ 対応マニュアルや取

扱要領等の策定をす

るにもたたき台がな

い状態である。 

・ 短期間での利用が最

も想定されやすいだ

けに、フォローが不

可欠であり、制度で

の補完が必要であ

る。 

・ 借受け契約の際の十

分な説明や契約書へ

の明示を業者に求め

ていく。 

・ 補装具判定の手引き

に借受け期間中の修

理にかかる考え方を

示した。 
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分類 課題 対応等 

③その他

の問題等 

・ 借受けと支給への切

り替え等の進捗管理

に不安がある。 

・ 借受けを行うための

補装具の基準が不明

確である。（最新バー

ジョンなのか、中古

品やデモ貸出品でも

よいのか等） 

・ 現状では具体事例

はない。 

3）借受け制度導入についてのその他ご意見 

(1) 借受け制度導入についてのその他意見 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入後についての

その他の意見の回答は、図表 2-5の通りである。 

 

図表 2 5 借受け制度導入後についてのその他の意見 

分類 主な意見 

①業者に

ついて 

・ 単価が安く業者にとっては利益にならないので、

借受け対応可能な業者が増えない。 

・ 基準額が低く設定され、借受けした機器の継続が

見込める制度になっていないため、協力する業

者がいない。 

・ 業者の協力が得られないことから、借受けの実績

がなく本来の課題が見えてこないという状況であ

る。 

②事務処

理等につ

いて 

・ 事務処理が煩雑である。 

・ 進捗管理に神経を使う。 

・ 借受けの判断にあたっては、来所判定と文書判

定のどちらでも可能としケースバイケースで検討

している。 

・ 来所判定は、判断が困難な膝継手の比較検討や

評価に望ましい。 

・ 文書判定は、利便性や主治医によるその後の継

続的な評価が適当。 

・ 修理時の責任の所在や取扱いが不明確である。 

③その他 
・ 意思伝達装置に関しては、借受け導入を図って

いきたいので 1業者からでも実施していく予定で

ある。 

・ 国は借受け制度を軌道に乗せるために、あらゆ

る方策を講じる必要がある。 

・ 重度障害者用意思伝達装置や上肢装具の完成

部品が、補装具の短期間の利用が想定されると

して、借受け制度の申請を促す形となっている。 

・ 借受け制度のメリットが理解され、活用されるに

分類 主な意見 

は、時間を要すると思われる。 

・ 借受けから特例補装具や意思伝達装置の付属

品を除いたことが、制度を使いにくい状況を作っ

た要因となっている。特例補装具や付属品も含

めた運用が可能となるよう検討して欲しい。 

・ 今回対象とならなかった車いすや電動車いすも

短期間で使用困難になるケースが多く、借受け

があれば電動車いすの支給につながりやすくな

る。 

  

 

4） 補装具の種目に対する適否について 

(1) 義肢（完成用部品） 

義肢（完成用部品）の適否については、「適してい

る」が 2更生相談所、「どちらかといえば適している」

が 2更生相談所、「どちらかといえば適していない」が

3更生相談所、「適していない」が 0更生相談所であっ

た。（未回答項目もあるため、合計が 8更生相談所にな

らない場合がある） 

 

図表2-6 義肢（完成用部品）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適している どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

義肢 

（完成用部品） 

2 2 3 0 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ メーカーにはデモ用パーツがあり、事業者は借用、試

行している実態がある。 

・ 使用実態に合わせた完成用部品の選定が可能となる。 

・ 高額な膝継手等は、借受けで様子を見ることが可能と

なる。特に高額な膝継手や足部を検討するには適して

いると考えられる。 

 

(2) 装具（完成用部品） 

装具（完成用部品）の適否については、「適してい

る」が 0更生相談所、「どちらかといえば適している」

が 6更生相談所、「どちらかといえば適していない」が

2更生相談所、「適していない」が 0更生相談所であっ
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た。（未回答項目もあるため、合計が 8更生相談所にな

らない場合がある） 

 

図表2-8 装具（完成用部品）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適している どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

装具 

（完成用部品） 

0 6 2 0 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ 使用実態に合わせた完成用部品の選定が可能とな

る。 

・ 上肢装具については、障害の進行により、補装具の

短期間の利用が想定される場合に適すると考えら

れる。 

・ 進行性疾患の障害者の方に対する上肢装具は進行

状況によっては試用期間が短期間となることもあ

る。 

・ 一部装具では借受けに適したものがある。 

・ 上肢装具については、使用期間が限られている場合

は適していると考えられる。 

 

(3) 座位保持装置（完成用部品） 

座位保持装置（完成用部品）の適否については、「適

している」が 0更生相談所、「どちらかといえば適して

いる」が 2更生相談所、「どちらかといえば適していな

い」が 3更生相談所、「適していない」が 2更生相談所

であった。（未回答項目もあるため、合計が 8更生相談

所にならない） 

 

図表 2-9 座位保持装置（完成用部品）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適して

いる 

どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

座位保持装置

（完成用部品） 

0 2 3 2 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ 成長や障害状況の変化に合わせた対応が可能とな

る。 

・ 支持部部品や継手部品を検討するには適している

と考えられる。 

  

(4) 座位保持椅子 

座位保持椅子の適否については、「適している」が 0

更生相談所、「どちらかといえば適している」が 1更生

相談所、「どちらかといえば適していない」が 3更生相

談所、「適していない」が 3更生相談所であった。（未

回答項目もあるため、合計が 8更生相談所にならない） 

図表 2-10 座位保持椅子の適否 

補装具の

種目 

選択肢 

適している どちらかとい

えば適して

いる 

どちらかとい

えば適して

いない 

適していな

い 

座位保持

椅子 

0 1 3 3 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」理由として、「短期間で使用できなくなる

ケースが多い」との回答が得られた。 

  

(5) 歩行器 

歩行器の適否については、「適している」が 0 更生

相談所、「どちらかといえば適している」が 2更生相談

所、「どちらかといえば適していない」が 1更生相談所、

「適していない」が 3更生相談所であった。（未回答項

目もあるため、合計が 8更生相談所にならない場合が

ある） 

 

図表 2 11 歩行器の適否 

補装具の

種目 

選択肢 

適してい

る 

どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適していな

い 

歩行器 0 2 1 3 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」理由としは、以下のとおりである。 

・ 適しているもしくはどちらかといえば適してい

る理由 

・ 短期間で使用できなくなるケースが多い。 
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・ 成長や使用環境の変化に合わせた対応が可能と

なる。 

・ 歩行器は対象が基準内のものに限られるため、特

例にあたるような高額機種の試用ができない。 

  

(6) 重度障害者用意思伝達装置（本体） 

重度障害者用意思伝達装置（本体）の適否について

は、「適している」が 3更生相談所、「どちらかといえ

ば適している」が 4更生相談所、「どちらかといえば適

していない」が 0 更生相談所、「適していない」が 0

更生相談所であった。（未回答項目もあるため、合計が

8更生相談所にならない場合がある） 

 

図表 2-11 重度障害者用意思伝達装置（本体）の適否 

補装具の種目 

選択肢 

適 し て

いる 

どちらかと

いえば適し

ている 

どちらかと

いえば適し

ていない 

適してい

ない 

重度障害者用意思

伝達装置（本体） 

3 4 0 0 

 

また、「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」の理由としては、以下のとおりである。 

・ 短期間で使用できなくなることが想定できるケー

スがある。 

・ 判定までに時間を要する場合が多く、支給決定まで

の時間短縮につなげられる。 

・ 借受け後に有用性を確認して購入の決定を行うこ

とで、円滑な補装具費の支給が可能となる。 

・ 結果的に短期間の使用となった場合、費用が抑制で

きる。 

・ 障害状況の変化に合わせた対応や、初導入時の機種

の見極めが可能となる。 

・ 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定さ

れる場合に適すると考える。 

・ 進行性の疾病に対して、借受け制度は適している可

能性がある。 

・ 進行が早く試用期間が短いことが予測され、本人も

購入を躊躇する場合がある。 

・ 使用期間が限られている場合には適していると考

えられる。 

 

5）借受け制度導入のメリットやデメリットについて 

(1) 借受け制度導入のメリットやデメリットについて 

平成30年4月からの借受け制度導入を受け、借受

け制度導入のメリット（図表 2-12）やデメリット（図

表 2-13）に関する回答は、以下の通りである。 

 

図表 2-12 借受け制度導入のメリット・デメリット 

分類 メリット 

①経済的側

面 

・ 製品の支給に比して、経済的に安価になる。 

・ 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定さ

れることが明らかな場合、購入費用が抑制される。 

②効果的側

面 

・ 継手や支持部などの完成用部品を選択するにあた

って、じっくりと検討できる。 

・ 購入に加え借受けの選択肢が増え、適切な補装具を

適切な時期に使用することが可能となる。 

・ 短期間の試用が想定される場合、補装具費の効率的

な支給につながる。 

・ 高機能の膝継手など就労や生活に必要な部品の決

定が可能になる。 

・ 意思伝達装置については、使用効果が不明の場合

に、借受けを利用することで使える状態での決定が

可能となる 

 
図表 2-13 借受け制度導入のデメリット 

分類 デメリット 

①事業者 ・ 使用した製品を、次に利用する人がいるのか。 

・ 現在の借受けに係る単価が低過ぎないか。 

・ 借受けに対応する事業者がない。 

・ 制度導入から間がないため、事業者の体制が整っ

ておらず、メンテナンスや事故対応等に不安があ

る。 

・ 借受け期間が短いほど、搬入出や組み立ての手間

が利用者及び事業者の負担になる。 

②事務・調整

等 

 

・ 借受けの支給事務が煩雑である。ひとつの補装具

に購入と借受けが存在することで、事務手続きが

さらに煩雑となる。 

・ 障害の進行に合わせた早急な対応が求められる

一方、業者の調整や支給決定事務で不慣れな点も

おおく、調整できるのか等の懸念がある。 

③その他 ・ 高機能高価格の完成用部品を国がほぼ無制限に

指定しているため、福祉にはなじまない完成用部

品を希望された時の対応が困難である。 
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 6）他機関における借受け制度導入後の状況について 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入後における他

の更生相談所等での課題やその対応等に関する各フェ

ーズでの回答内容を以下に示す。 

(1) 申請・受付時の借受け制度導入後における課題や

その対応等 

申請・受付フェーズにおける、借受け制度導入後にお

ける課題やその対応等についての回答内容を以下

に示す。 

図表 2-14 他機関における申請・受付時の借受け制度導

入後における課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者に起因する

問題等 

借受けに対応する事

業者がいない。 

他都市への情報提供

をお願いしている。 

 

(2) 支給決定時の借受け制度導入後における課題やそ

の対応等 

支給決定フェーズにおける、借受け制度導入後にお

ける課題やその対応等についての回答は、図表 2 15

の通りである。 

 

図表 2-15 他機関における支給決定時の借受け制度導入

後における課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者に起因する

問題等 

借受けに対応する事

業者がいない。 

他都市への情報提供

をお願いしている。 

 

(3) 納品・フォロー時の借受け制度導入後における課

題やその対応 

納品・フォローフェーズにおける、借受け制度導入

後における課題やその対応等についての回答は、図表

2-16の通りである。 

 

図表 2-16 他機関における納品・フォロー時の借受け制

度導入後における課題やその対応等 

分類 課題 対応等 

①事業者に起因する

問題等 

借受けに対応する事

業者がいない。 

他都市への情報提供

をお願いしている。 

  

7）他機関における借受け制度導入のメリットやデメリ

ットについて 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入に伴い、他の

更生相談所等での借受け制度導入のメリットやデメリ

ットについては、「リット」「デメリット」いずれにつ

いても、「他都市の例は把握できていない」との回答で

あった。 

  

8）借り受け制度導入の基準額の在り方について 

平成 30 年 4 月からの借受け制度導入に伴い、基準

額の在り方についての回答は以下の通りである。 

(1) 借受け期間について 

借受けの基礎となる算定期間としての借受け期間

についての回答は、図表 2-17の通りである。 

 

図表 2-17 借受け期間についての意見 

分類 主な意見 

①期間に関して 
・ 最長1年～再判定を行うことにより最長3年ま

でという期間は適当である。 

・ 判定結果による借受けの開始、終了、再判定と

いう手順と手間を考えると、借受け期間は一定

の長さ（半年程度）以上が望ましい。 

・ 導入されて間もないため、まずは制度上の期間

で借受けを行い、必要に応じ見直しが必要。 

②対応に関して 
・ 1～2 週間であればメーカーも無償のデモ機を

貸し出してくれるので、それ以上の期間、借り

たい場合に借受けで対応できれば良い。 

③金額に関して 
・ 1ヶ月当たりの基準額で良い。 

・ 同一人物が長期間の使用を想定していないこ

とから、3 年より短い期間で減価償却ができる

基準額の設定が必要。 

・ 借受けの価格は一律にすることなく、1 年間の

継続が見込まれるものと2週間から1か月の借

受けが見込まれるものとでは、基準額に差をつ

ける必要がある。 

④その他 
・ 具体的な事例がなく、検証・分析できない。 

  

(2) 補装具の借受けの基準額等について 

機器本体や部品等の補装具の借受けの基準額等に

ついての回答は、図表 2-18の通りである。 

 

図表 2-18 補装具の借受けの基準額等についての意見 

分類 主な意見 

①基準額に関

して 

・ 現在の基準額では低すぎるというのが、多くの製

作業者の意見。 

・ 全体として基準額設定が安すぎる。 

・ 上肢装具の借受けについて、業者から「基準額が

安価過ぎる。」という意見があった。 
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分類 主な意見 

・ 介護保険制度との比較で基準額が安価である。 

・ 種目によっては採算が合わない。（例：重度障害

者用意思伝達装置本体）。 

・ 借受けの普及に当たっては、実態に合わせた基準

額の見直しが必要。 

・ 借受けの基準額は妥当。 

・ 座位保持椅子の車載用の価格が他の基準価格よ

り低く設定されている。 

②手続きに関

して 

・ 借受けの場合は、機器本体、部品の費用に加えて

メンテナンス費用が発生し、さらに事務手続きが

煩雑となる。 

・ 頭部保持具が設定されていないが、座位保持椅子

の車載用に必要な物である。 

③補装具品に

関して 

・ 購入になった場合は新品を支給することとなっ

ており、業者にとっては、借受け用の製品を常に

いくつか用意しておくことは、現実的に難しく、

基準額では対応が困難。 

・ 支給品と同等のものを業者が所有しなければな

らないところが困難。 

・ メーカーからデモとして提供された完成用部品

も要件を満たせば借受けを行ってよいのでは。 

④その他 
・ 具体的な事例がなく、検証・分析できない。 

  

(3) サービス費用の必要性について 

搬出入やメンテナンス、適合調整等といったサービ

ス費用の必要性についての回答は、図表 2-19の通りで

ある。 

 

図表 2-19 サービス費用の必要性についての意見 

分類 主な意見 

①必要なも

の 

・ 業者にとっては必要性がある。 

・ 重度障害者用意思伝達装置について、業者

より借受け時のセッティング内容や費用、

アフターフォロー（交通費・人件費等も含

め）、借受け期間中の故障対応について、制

度でのフォローが必要。 

・ 意思伝達装置の場合、個人情報を削除する

ために、一度すべてのデータを消去し再度

インストールする必要があり、この費用の

扱いの検討が必要。（業者に負担させるには

無理がある） 

②基準額に
・ サービス費用は、借受け基準額の中に含ま

れるもの。 

分類 主な意見 

含めるもの 

③対応事業

者増につな

がる 

・ サービス費用を設定すると、借受けに対応

する事業者が増えるかもしれない。 

・ 通常出張費は、補装具費では支給されない

ため、利用者から費用を負担していただく

か業者が自分で持つかどちらかとなってい

て、価格の低い借受けでは、業者が請け負

いにくい要因となっている。 

④その他 
・ 具体的な事例がなく、検証・分析できない。 

 

(4) 借受け制度導入の基準額の在り方についてのその

他ご意見 

借受け制導入の基準額の在り方についてのその他

の意見としては、「具体的な事例がなく、検証・分析できな

い」との回答が得られた。 

 

9） 児童への支給決定の状況について 

(1) 児童への支給決定上の課題について 

児童への支給決定上の課題については、「支給決定

を行う職員の専門知識に不安がある」が 8更生相談所、

「意見書内容がわかりにくい、情報が不足している」

が 7更生相談所、「補装具の具体的な構造等がイメージ

できない」が 3更生相談所、「利用者の状態像が把握し

にくい」が 6更生相談所、「高額な機種の申請時の対応

に課題がある」が 5更生相談所、「基準額が低過ぎる（特

例補装具になりがち）」が 4更生相談所、「複数支給の

考え方が難しい」が 5更生相談所、「使い分けの必要性

の判断が難しい」が 4更生相談所であった。 

 

図表 2-20 児童への支給決定上の課題 

選択肢 選択数 

支給決定を行う職員の専門知識に不安がある 8 

意見書内容がわかりにくい、情報が不足している 7 

補装具の具体的な構造等がイメージできない 3 

利用者の状態像が把握しにくい 6 

高額な機種の申請時の対応に課題がある 5 

基準額が低過ぎる（特例補装具になりがち） 4 

複数支給の考え方が難しい（※） 5 

使い分けの必要性の判断が難しい 4 

※補装具は、「原則として1種目につき1個、身体障害者・児の障害の状

況を勘案し、職業又は教育上等特に必要と認めた場合は、2個とするこ

とができる。」とされており、基準上は「常用」、「作業用」として運用

H30

114



することとされていますが、児童については、さらに、「心身の発育過

程の特殊性を考慮すること」とされている。 

 

また、その他の意見としては、以下のものがあった。 

・高額な特例補装具が児童で認められてしまい、児か

ら者に移行したときに判定に困難が生じる事例が

ある。 

・特例補装具が多い。地域の特性なのか他都市の状況

が知りたい。 

・使用環境の把握が不十分なまま処方されることが

ある。（例：学校と共有できていない等） 

療育機関（自立支援医療機関を含む）の制度への理解

ができていない。このため、生活状況にそぐわない

高額な補装具が場所ごと用途ごとに複数（2台以上）

支給されているケースが見受けられる。 

 

10） その他意見・要望等 

その他の意見・要望等については、図表 2-21 に示

すとおりである。 

 

図表2-21 その他意見・要望等 

分類 主な意見・要望等 

①児童補装

具について 

・ 児童の特例補装具については真に必要な理由の記

載もないままに高額な機種が支給されているが、あ

まり使用されずに学校や自宅に放置されている事

例が散見される。 

・ 児童補装具については、基準額が低過ぎるというよ

り、高額な製品を要望する保護者も多いことから、

特例補装具になりやすい。 

・ 児童の特例補装具も当所で要否検討をしており、処

方機関や自治体の担当者から「生活上や教育上で真

に必要な状況」があるかを聴取している。 

・ 補装具費支給事務取扱指針には、「心身の発育過程

の特殊性を十分考慮しつつ、身体機能の維持、向上、

日常生活の改善に寄与することが期待できる等の

医学的観点から判断する」「生活環境等の諸条件を

総合的に考慮する必要がある」とあるが、どこまで

児童補装具としての特殊性を勘案すべきかが難し

い。 

②各機関の

役割につい

て 

・ 児童補装具では、保健所と自立支援医療機関は更生

相談所の代わりをするという位置づけである。しか

し、ほとんどの療育機関が自立支援医療機関の指定

を受けておらず、保健所についても補装具の意見書

を書くことはない。 

・ 療育機関は、補装具の個数や特例補装具等制度につ

分類 主な意見・要望等 

いての理解はなく、場所ごと用途ごとにあれば便利

な補装具の意見書を書かれる。このため、市町村は

福祉の限度を超えて不適切な補装具支給をせざる

を得ない状況である。 

・ 医療機関である療育機関が判定機関の役割を担う

ことは難しいと思われる。 

・ 療育機関は医学的に補装具が適合しているかの判

断は可能だが、特に行政的な判断（個数の要否、特

例補装具の必要性）をすることは困難である。 

③改善・検討

要望につい

て 

・ 児童補装具については、医師意見書を基に市町村で

判断しているが、市町村は医学的知識が少なく、法

的な縛りもあるため、申請のままに決定されるケー

スが多く、不適切な支給の要因となっている。この

ことの適正化のためには、自立支援医療機関につい

て判定機関としての役割を外すか、医学的側面に限

定し、補装具の個数や特例補装具の要否については

更生相談所が行政判断を含め判定することが望ま

しいと考える。 

・ 児童補装具の適正化のためには、療育機関（自立支

援医療機関）と保健所の判定機関としての法的な位

置づけを現状に則したものに改正するよう検討し

ていただきたい。 

・ 児童補装具の意見書を記載する医師は自立支援医

療機関か保健所の医師が記載するとなっていたが、

現状からはかけ離れすぎた状態であり、H27年 3月

の指針改正で 15 条指定医師も可となった。これに

沿ったものに障害者総合支援法を改正し、指針に規

定する補装具の支給方法を再構築していただきた

い。 

④その他 
・ もう 1～2 年ほど経ってから、アンケート調査した

方がよかったのでないか。 

  

Ｄ．考察 

 

1）借受け制度導入後の状況について 

○借受け制度導入からまだ間がないためか、回答いた

だいた各更生相談所において借受け制度の利用実

績は 1件も無い。そのため、回答内容によっては実

際の例ではなく今後発生し得るであろうというも

のも挙げられている。 

○申請・受付フェーズ、支給決定フェーズ、納品・フ

ォローフェーズの各フェーズにおいて共通して挙

げられている課題は、対応事業者がいないもしくは

少ないということである。 
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○申請・受付フェーズにおいては、福祉事務所担当者

や自治体、療育機関等への周知が不足していること

が挙げられている。その対応として、指針等の通知

や説明会の実施等で引き継続き周知を行うとして

いる。ただし、関係機関によっては指導権限がない

ため、その対応にも限界があることも挙げられてい

る。 

○支給決定フェーズにおいては、支給決定の判断事例

がなく借受けを認める判断に苦慮していることが

挙げられている。その対応として、情報収集やガイ

ドブック等を参考にして対応マニュアルや内規作

成に取り組んでいる。ただし、作成のおけるたたき

台といった参考にすべきものがなく、作成するにも

苦慮していることも挙げられている。 

○納品・フォローフェーズにおいては、借受け中のメ

ンテナンスや事故対応、故障時の補償が不明確であ

ることが挙げられている。その対応として、業者に

対して借り受け契約の際の十分な説明や契約書へ

の明示を求めている程度である。実際には、制度で

の補完等、制度そのものへの言及が多く挙げられて

いる。 

○補装具の種目に対する適否として、「重度障害者用意

思伝達装置（本体）」、「装具（完成用部品）」、「義肢

（完成用部品）」は、「適している」もしくは「どち

らかといえば適している」が過半数を占め、「歩行

器」、「座位保持装置（完成用部品）」、「座位保持椅

子」は、「適していない」もしくは「どちらかとい

えば適していない」が過半数を占めた。特に、「重

度障害者用意思伝達装置（本体）」は、障害の進行

により補装具の短期間の利用が想定されるケース

に適すると考えられているためか、すべての更生相

談所で「適している」もしくは「どちらかといえば

適している」としているている。 

○借受け制度導入のメリットとしては、製品の支給に

比べ安価に済む、短期間利用での費用抑制といった

経済的側面及び、試用できることによる適切な補装

具の使用につながるといった効果可的側面が挙げ

られている。 

○借受け制度導入のデメリットとしては、対応可能な

業者がいないもしくは体制が整っていないといっ

た業者側のデメリット及び、借受けの支給事務が煩

雑になる、業者や各機関の調整がかかるといった事

務作業や調整作業でのデメリットが挙げられてい

る。 

 

2）借受け制度導入の基準額の在り方について 

○借受け期間については、再判定を行うまでの期間に

ついては一定の期間以上が望ましいが、その期間に

ついては更生相談所によってまちまちであり、導入

後必要に応じて見直すということも挙げられてい

る。 

○借受けの基準額等については、現行の基準額では低

過ぎて種目によっては採算が合わないなど、普及の

ためには実態に合わせた基準額の見直しが必要と

いうことが多く挙げられている。 

○サービス費用の必要性については、業者にとっては

必要なものであるということが多く挙げられてい

る。メンテナンスや故障対応のためにも必要であり、

サービス費用を設定することで対応業者の増加も

望めるのではないかということも挙げられている。 

○全体的に、基準額が低いことに比べてセッティング

やメンテナンス、借受け用の製品の在庫確保（購入

時は新品を支給することとなっている）等を借受け

制度に対応可能な業者が少ない要因として多く挙

げられている。 

 

3）他機関における借受け制度導入後の状況について 

○他機関における借受け制度導入後の状況については、

借受けに対応する事業者がいないといったことか

らか、他都市の機関での借受け利用例は把握できて

いないと挙げられている。 

○他機関における借受け制度導入後のメリットやデメ

リットについても、同様に把握できていないと挙げ

られている。 

 

4）児童への支給決定の状況について 

○児童への支給決定上の課題について、「支給決定を行

う職員の専門知識に不安がある」、「意見書内容がわ

かりにくい、情報が不足している」、「利用者の状態

像が把握しにくい」、「高額な機種の申請時の対応に

課題がある」といったものが、半数を超える更生相

談所から挙げられている。 

○児童補装具については、高額な機種の支給がされて

いるがあまり使用されていないケースや高額な製

品の要望が多く特例装具になりやすいといったケ

ースが挙げられており、どこまで児童補装具として

の特殊性を勘案すべきか苦慮していることが挙げ

られている。 

○各機関の役割として、療育機関は用途ごとに便利な

補装具の意見書を書かれるが、それによって自治体
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は福祉の限度を超えた支給をせざるを得ないケー

スや医学的に補装具が適合している判断はできる

が行政的な判断には不向きであるケースが挙げら

れており、医療機関である療育機関が判定機関の役

割を担うことの難しさが挙げられている。 

○改善・検討要望として、医療機関は医学的側面の判

定に限定し補装具の個数や特例補装具の要否判定

を更生相談所が行うことが望ましいのではという

ことが挙げられている。また、適正化のために医療

機関と保健所の判定機関としての法的位置づけを、

現状に則したものに検討していただきたいという

ことも挙げられている。 

 

Ｅ．結論 

補装具の借受け制度は、利用者の「成長や病気の進

行に伴う短期交換・利用を想定しており」機器の効果

的な利用を促進するとともに、とともに導入後に不具

合時の費用未発生、複数の利用者に活用できる事で廃

棄数の減少、利用者や福祉用具を給付する自治体にと

って経済的にも環境に優しい制度として考えられてい

る。 

しかし、補装具製作事業者、メーカー、販売店にと

っては、下記の課題に対する方策がまだ見いだせてい

ないのが現状である。 

・貸与品を確保・保有する場合、採算がとれず、供給

ができない可能性がある。 

・補装具は個別性が高く、仕入原価や稼働率等から、

単純に貸与価格を算出することは困難 

・貸与に係る業務負荷から生じるコスト（人件費・移

動費用等）について、想定しづらく貸与価格の算定

が難しい。貸与として独立採算がとれる仕組みにす

べきではないか。 

・原価の回収期間については、概ね１年～２年以内と

された。特に移動用具やモーター等を有する用具に

ついては、陳腐化の進行が早く通常の耐用年数まで

もたない可能性がある。 

・消毒や保管に要する費用などのコスト負担。 

・借受の回収品の再利用基準  

・その他 

補装具費支給制度への借受け導入は、平成 30 年 4

月から導入され多制度であるため、その多くは、新品

であると考えられるが、今後、借受品を回収したいわ

ゆる中古補装具の扱いについての検討が必要となって

くるであろう。たとえば試用を目的とした場合は借受

回収品を優先的に使う。借受回収品を使用する場合は

月額費用を減額する等 

全体的に、まだ借受け制度導入後間もない状況であ

り利用例も乏しいことから、同様のアンケート調査を

今後数年間継続的に行い、課題の把握とその対応案等

を検討する必要性がある。 

 

図表 3-1 貸与のメリットとデメリット 

 利用者 事業者 

メリット ・身体状態の変化に応じて

交換可能 

・必要な期間のみの利用が

可能 

・高機能・高価な商品でも

利用可能 

・メンテナンス、修理、交

換が容易 

・長期間の使用は利益が

出る 

・顧客とのコミュニケー

ションが増え、依頼が増

える。 

・特に身体状況が安定しない導入時には、頻繁な商品

効果が発生する。販売での対応は困難である。 

・通常使用による発生した故障、部品交換費用がかか

らない、導入後に不具合時の費用未発生、複数の利用

者に活用できる事で廃棄数の減少、環境に優しい。 

デメリット ・長改期間に同一商品の利

用だと結果的には費用がか

さむ造やオーダーが行えな

い  

・改造やオーダーが行えな

い 

・商品の在庫が増える 

・短期間の使用の場合

は、採算が取れない。 

 

・利用が長期になり且つ、メンテナンスが不要となっ

た場合には、費用負担増につながる。  

・とりわけ障害者の場合、取扱種目やサイズ、オプシ

ョン管理は高齢者との比較では増える可能性が高いと

思われる。 
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図表 3-2 新品レンタルと中古レンタルの利点・欠点 

 メリット デメリット 

新品の 

レンタル 

安心清潔であること。 

中古に比べれば不具

合が起こる可能性も

格段に低い。 

価格が中古より高い 

中古品の 

レンタル 

新品より安く利用で

きる。 

人が使用した物には触れる

ことができないという綺麗

好きの方は利用が困難。 

実際に使用するとすぐ壊れ

たり、何らかの不具合が発生

するリスクは新品より高い 
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 
分担研究報告書 

システムプロトタイプにおけるDB 改修 

研究分担者 筒井 澄栄  創価大学文学部 

                教授 

研究分担者 山田 英樹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 
障害福祉研究部 障害福祉研究部長 

 
「義手処方箋」「義足処方箋」「車いす処方箋」「電動車いす処方箋」「座位保持装置処方箋」の新規作

成機能において、従来の各チェック項目を個別にチェックする方式に加え、補装具種目名称コードを選

択するためのプルダウンリストを追加し、補装具種目名称コードを選択することで該当のチェック項目

にチェックが付き、入力の容易化と確実性を向上させることを目的とする。 
処方箋の新規作成機能において、プルダウンリストを追加する。追加したプルダウンリストで選択さ

れた補装具種目名称コードに応じて、該当するチェックボックスにチェックを入れる機能を追加する。

また、処方箋の新規作成の際に、既定値（デフォルト値）として選択される項目をユーザがカスタマイ

ズできるようにするための機能を追加する。本機能により設定された項目はユーザごとにデータベース

に保存され、対応する処方箋の新規作成機能の実行時に既定値（デフォルト値）として使用できるよう

に改修を行った。 
なお、補装具費種目名称別コードは 2018年 3月 29日版の「補装具費種目名称別コード一覧表」をも

とに全面的に見直しを行った。 
 
 

A．改修概要 
1） 改修の目的 
処方箋の新規作成機能において、従来の各チェック

項目を個別にチェックする方式に加え、補装具種目名

称コードを選択するためのプルダウンリスト（以下、

単に「プルダウンリスト」と記す）を追加し、補装具

種目名称コードを選択することで該当のチェック項目

にチェックが付き、入力の容易化と確実性を向上させ

ることを目的とする。 
 義手処方箋 
 義足処方箋 
 車いす処方箋 
 電動車いす処方箋 
 座位保持装置処方箋 

 
2）改修の概要 
処方箋の新規作成機能において、プルダウンリスト

を追加する。追加したプルダウンリストで選択された

補装具種目名称コードに応じて、該当するチェックボ

ックスにチェックを入れる機能を追加する。 
また、処方箋の新規作成の際に、既定値（デフォル

ト値）として選択される項目をユーザがカスタマイズ

できるようにするための機能を追加する。本機能によ

り設定された項目はユーザごとにデータベースに保存

され、対応する処方箋の新規作成機能の実行時に既定

値（デフォルト値）として使用される。 
  
B．画面改修内容 
1）補装具種目名称コード選択の追加改修 
義手処方箋、義足処方箋、車いす処方箋、電動車い

す処方箋及び座位保持装置処方箋の新規作成画面で設

定可能な項目のうち、【用途】（「常用」または「作業用」

を選択できる）のセクションの直後の位置に、プルダ

ウンリストを設置する。 
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「義手処方箋の新規作成画面」における設置例を図

表 1-1 に示す。図中で、設置されたプルダウンリスト

を赤矢印で示す。 
赤矢印で示したプルダウンリストで「010107 – 殻

構造義肢 肩義手 作業用」を選択したときのチェッ

クボックスの設定例を図表1-2に赤矢印で示す。 
なお、プルダウンリストで別の補装具種目名称コー

ドが選択された場合は、それまでに選択されていたチ

ェックボックスは解除されて、変更後の補装具種目名

称コードに対応するチェックボックスが設定される。  
 
2）補装具種目名称コード選択項目のデフォルト設定

画面追加改修 

図表1-1 補装具種目名称コード選択用プルダウンリストの設置例 
「義手処方箋の新規作成画面」の場合 

 

図表1-2 プルダウンリストが選択された場合のチェックボックスの設定例 
「義手処方箋の新規作成画面」において「010107 – 殻構造義肢 肩義手 作業用」を選択した場合 
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義手処方箋、義足処方箋、車いす処方箋、電動車い

す処方箋及び座位保持装置処方箋のデフォルト設定

（追加対象となる画面では「既定値の設定」と表示す

る）を、登録または更新する画面を追加する。義手処

方箋のデフォルト設定画面の例を以下に示す。なお、

この画面では B.1)で示したプルダウンリストは存在

しない。（義手処方箋、義足処方箋、車いす処方箋、電

動車いす処方箋及び座位保持装置処方箋ごとに、メニ

ューが用意されている） 
上記画面には、ログイン後に画面の左側に表示され

るメニューのうち、「既定値設定」のセクション（図表

1-4 の赤矢印）からデフォルト値の設定を行う処方箋

の名称をクリックすると遷移できる。 
 
C．DB 改修概要 
今回のDB改修においては、改修により追加される

機能の特性上、既存のテーブルに対する変更を行うこ

となく機能を追加する方針とする。したがって、DBの

既存のテーブルに対する改修は行わない。 
 

図表1-3 デフォルト設定用画面の表示例 
義手処方箋の場合 

 

図表1-4 「既定値設定」の表示例 
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1）追加対象テーブル 
今回のDB改修において追加されるテーブルは以下

の通りである。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（1）義手処方箋-ユーザ設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2）テーブルの詳細 
前節において定義したテーブルの詳細を記述する 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図表2-1 追加テーブル一覧 

図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 
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図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 
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（2）義足処方箋-ユーザ設定 
 
  

図表2-2 義手処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 

図表2-3 義足処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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図表2-3 義足処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧（つづき） 
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（3）車いす処方箋-ユーザ設定 
 
 
 
 
 
 

図表2-4 車いす処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 

H30

127



（4）電動車いす処方箋 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表2-5 電動車いす処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 
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（5）座位保持装置処方箋 

 
 
 
 

図表2-6 座位保持装置処方箋―ユーザ設定_追加テーブル一覧 

H30

129



（6）種目名称別コード 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（7）処方箋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（８）既定値設定（処方箋用） 

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

図表2-7 種目名称別コードテーブル 

図表2-8 処方箋名テーブル 

図表2-9 規定値設定（処方箋用）テーブル 

H30

130



厚生労働科学研究費補助金（障害者対策総合研究事業） 

分 担 研 究 報 告 書 

 
補装具支給に関するデータベースプログラム最終版の確認と配布システムの構築 

 

研究分担者 筒井澄栄 創価大学 
文学部 教授 

研究分担者 山田英樹 国立障害者リハビリテーションセンター研究所  
障害福祉研究部 部長 

 

 

研究要旨 

データベースシステムを伴う補装具支給申請の手続きや補装具の適合・判定に関する情報の

共有化や業務支援を実施することにより、更生相談所、自治体における業務の質の向上を目的

とした支援の仕組みの構築や補装具支給制度の申請手続きや補装具の適合・判定における実用

化に向けた課題抽出の仕組みの構築に取り組み、さらに補装具支給申請手続きや補装具の適合・

判定に係る情報を収集・蓄積・共有し、業務を支援するデータベースシステムである「補装具

費支給情報システムプログラム」最終版の作成を目的に、更生相談所の担当者の方々に本シス

テムに対する意見聴取を行い、本システムによる申請書類等の書式の統一とデータベースシス

テム運用に生かすためにアンケート調査を行った。 

調査の結果、データベースシステムについては、おおむね良好な回答が得られたものの、他

機関とのデータ共有及び活用に際して躊躇する意見が見受けられることが明らかとなった。 

また、データベースの活用を促進するためのプログラム配布サイトを開設した。 

 
A．研究目的 

データベースシステムを伴う補装具支給申請の手

続きや補装具の適合・判定に関する情報の共有化や

業務支援を実施することによって、更生相談所、自

治体における業務の質の向上を目的とした支援の仕

組みの構築や補装具支給制度の申請手続きや補装具

の適合・判定における実用化に向けた課題抽出の仕

組みの構築に取り組み、さらに補装具支給申請手続

きや補装具の適合・判定に係る情報を収集・蓄積・

共有し、業務を支援するデータベースシステムとし

て、「支援機器の効果的活用や支援手法等に関する

情報基盤整備」に係る補装具支給に関する基礎的デ

ータベース最終版の確認と配布システムの構築業務

一式において、補装具費支給情報システムを作成し

てきた。 

データベースの活用を促進するためにも、更生相

談所の担当者に本システムに対しての意見をいただ

き、将来的に本システムによる書式の統一化とデー 

 

タベースシステム運用に生かすためにアンケート調

査を実施した。 

 

B．研究方法 

１.調査対象 

昨年度の借受け制度導入後の状況についてのアン

ケート調査にご協力いただいている更生相談所の担

当者を対象に、補装具費支給情報システムに関する

アンケート調査を実施した。 

 

２. 調査方法及び調査時期 

2020年 1 月～2 月の期間に、各更生相談所がみず

ほ情報総研より送付したアンケート用紙に所定の項

目を入力し、回答用紙を送付する方式で実施した。 

 

３.アンケート項目 

アンケートの構成は、以下の 4 項目からなる。 
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１）補装具費支給情報システムの情報入力について 

義手、義足、車椅子、電動車椅子、座位保持装置

の各処方箋入力項目に対しての不足項目及び、レイ

アウトについてのご意見をいただいた。 

２）補装具種目名称コード選択について 

補装具費支給情報システムに取り入れた補装具種

目名称コードを選択するということについてのご意

見をいただいた。 

３）蓄積したデータ操作について 

補装具費支給情報システムで蓄積したデータの検

索、集計・比較、CSV 形式でのやり取りについての

ご意見をいただいた。 

４）その他全般のご意見について 

補装具費支給情報システムを導入するに際しての

問題点や、システムに関わらず全般的なご意見をい

ただいた。 

  

Ｃ．研究結果 

補装具費支給情報システムに関するアンケート調

査について、回答結果は以下のとおりである。 

１． 補装具費支給情報システムの情報入力について 

1) 入力項目について 

各処方箋入力において、入力項目として不足して

いるものについて、回答結果を以下に示す。 

【評価】 

・ 入力内容としてこれで不足しているものはない 

【不足項目】 

・ 判定方法が不足 

・ 判定及び適合判定の場所が不足 

・ 義手、義足において、障害名、疾患名、障害発

生日が不足 

・ 義手では、支持部及び外装が不足 

・ 義足では、Kレベルが不足 

・ 義手と義足、座位保持装置については、借受け

の判定結果、借受け開始・終了月、判定方法、

耐用年数経過か否かが不足 

・ 車椅子、電動車椅子については、判定方法、耐

用年数経過か否かが不足 

 

 

【要望】 

・ 車椅子処方箋等の装置系は、入力数値の単位が

ない 

・ 病院などの施設で整理用などに使用できる入力

項目(患者番号)のようなものが欲しい 

・ 実務的には細かく指定しない項目(例: 車椅子処

方箋の「ハンドリム」)がありそうなので、簡易

的に入力できる方法が欲しい 

・ 修理の処方も記載できるようにして欲しい 

【その他】 

・ 両手（両足）の場合はそれぞれ処方箋を入力す

ることになるのではないか 

・ 径や太さ、材質まで入力することは少ないので

はないか 

・ 完成用部品が選択できるとよい 

・ 処方医師名は、処方するのは医師だけではない

ので処方した人の職種と氏名としてはどうか 

・ 判定、仮合わせ、適合判定それぞれは複数回実

施した場合も入力できるようにしてはどうか 

 

2) レイアウトについて 

各処方箋入力において、使い勝手としてのレイア

ウトについて、回答結果は以下のとおりである。 

【評価】 

・ 入力レイアウトは概ねよい 

【要望】 

・ 全項目を入力しなければならないように感じて

しまうので負担感がある 

・ 「画像」ボタンは患者の写真をアップロードす

るかのように勘違いしてしまうので、「サンプ

ル画像表示」等にして欲しい 

・ 処方箋への記載の対象となる項目ではないもの

の、病院などの施設で整理用などに使用できる

入力項目(患者番号)のようなものが欲しい 

・ 車椅子処方箋等の装置系は、身体の測定情報は

下にあるより、上にある身長や体重のそばにあ

ったほうがよい 

・ 測定情報に身長や体重などの計測値の反映ボタ

ンがあるとよい 
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・ 入力する際、画面の上から下に戻ることなく入

力できるようにレイアウトされていると思うが、

そのあたりを検討して欲しい 

・ 義手及び義足は、名称や型式は完成部品の項目

基準に合わせて欲しい 

・ 詳細に書く必要があるものはそのようにして欲

しい 

【その他】 

・ 「用途」が常用と作業用まで見れば分かるが、

「用途」だけだと何を入力するか人によって異

なるものを考えそうである 

・ 調整部品は義足調整用部品と足調整用部品の区

別をしたほうがよい 

・ 付属品は特例補装具扱いではなく別の項目にし

て詳細に書けるようにしたほうがよい 

 

3) その他 

その他、回答結果は以下のとおりである。 

・ 患者の住所は別のシステムで管理しているもの

を取り込みたいので、CSV 等で取り込める機能

が欲しい 

・ 医療機関では意見書に処方箋を添付するので、

それらをまとめて紙で出力し、役所に提出でき

るワークフローが実現できるシステムとするこ

とが望ましい 

・ 新規・再交付とは別に購入・修理の別を入力す

る項目が欲しい 

・ 入力エラーを警告する機能があれば有用と考え

る 

・ 身体障碍者手帳の内容、等級、疾病名や、義肢

の切断時期、切断原因、過去の支給履歴等もあ

ると望ましい 

・ 画像は本人の画像を取り込めるとなおよい 

・ 完成用部品ついて、基準表の区分、名称、形式、

使用部品がそれぞれ選択可能であれば入力の手

間の軽減になる 

・ 完成用部品の基準表が毎年更新されるが、それ

に追随できるとよい 

２．補装具種目名称コード選択について 

１）補装具種目名称コード選択について 

補装具種目名称コードを選択することついて、回

答結果は以下のとおりである。 

【評価】 

・ 選択することで入力は容易になると思う 

・ 入力名称の統一化が図れる（現状は同じもので

も人によって入力名称が違う場合がある） 

・ このような内容で概ねよい 

・ 厚生労働省の補装具種目名称コードに一致して

いるのであれば、業務負荷が軽減される 

・ 補装具種目名称コードを選択することで該当項

目が入力されるのであれば有用（きちんと機能

するのであれば） 

【要望】 

・ どの処方箋でも同じ一覧が表示されるので、選

ぶために探さなければならないのが不便（処方

箋ごとに必要な表示に絞れないか） 

・ 逆に、コード値の内容を入力したら、補装具種

目名称コードが入力されるようになるとよい 

・ 入力の組み合わせが補装具種目名称コードにな

い場合に警告が出て欲しい 

・ 新しい補装具種目名称コードが付与された場合、

速やかに反映できるのか 

・ 構造－名称－種目等を入力したら補装具種目名

称コードが入力されるようにして欲しい 

 

３．蓄積したデータ操作について 

１）データ検索について 

蓄積したデータの検索操作について、回答結果を

以下に示す。 

【評価】 

・ 蓄積データとして確認できることは有用で、蓄

積データの再利用は有効性が高いと思う 

・ 従前の事例が検索できれば便利である 

・ まずはこのような検索よいのではないか 

【要望】 

・ 検索において、自由記述内の文字列検索がある

とよいのではないか 

・ 申請書氏名（漢字、フリガナ）、個人特定番号、

生年月日での検索が欲しい 
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・ 障害名だけでなく、完成用部品や年齢などすべ

ての項目で検索できるとよい 

・ 検索結果画面ですべての帳票を表示できるよう

にしたほうがよい 

 

２）データ集計・比較について 

蓄積したデータの集計・比較操作について、回答

結果は以下のとおりである。 

【評価】 

・ 集計することで、地域差があるのかどうかの実

態把握になる 

【要望】 

・ 集計時に参照事例ごとといった切り口でできな

いか 

・ 匿名化すれば、県・国等への報告に使えるので

はないか 

・ 特例補装具や完成用部品の支給例・支給状況と

いった集計が欲しい 

・ 支給対象例の比較が欲しい 

・ 引き渡し後の適合や使用状況が欲しい 

・ 入力項目から集計項目を選択できるとよい 

・ クロス集計ができるとよい 

 

３）CSV でのデータのやり取りについて 

蓄積したデータを CSVでやり取りするし取り込め

る操作について回答結果を以下に示す。 

【評価】 

・ 患者の転居等でもデータを送ることでどのよう

な処方箋が出されていたのかわかるので便利に

なるように思う 

・ 地域差の解消に繋がる 

・ 他自治体での処方事例が入手できれば、既存事

例としてその処方内容で進めることができる 

【要望】 

・ このシステム稼働前のデータもアップロードで

きないか 

・ 集計・比較で選択したデータもそのまま CSVや

PDF 出力できるとよい 

・ クロス集計ができるとよい 

 

４．その他全般のご意見について 

１）導入に際しての問題点について 

補装具費支給情報システム導入に際して障壁とな

るようなものとして、回答結果は以下のとおりであ

る。 

・ 個人情報保護法がクリアすべき問題点となる 

・ 自治体によってはダウンロードしてインストー

ルすることが許可されない可能性があるので、

補装具費支給情報システムを DVDでの配布等も

選択できるとよい 

・ 現状の補装具費支給情報システムと本システム

との二重入力となり、業務負担増加が懸念され

る 

・ 情報を主管する部署に使用承認を得る等の情報

セキュリティ対応が必要となる 

・ 本システムのアップデートやメンテナンスに関

するフォローアップ体制が不明 

・ 既存システムと連携が取れないと情報入力の二

重化となり、事務作業の負担増となる 

・ 処方箋入力は医師が更生相談時に行うことが望

ましいので、入力が分割されることへの対応が

できるのか 

・ 入力データの保存に対してのセキュリティ管理 

・ システムの更新が適切に行われるのか 

・ 市町村への本システムの周知（依頼書等がある

ので） 

・ 独自システムを導入しており、入力情報が重複

することで業務負荷が増加する 

・ 情報を入力する各個人端末に本システムをダウ

ンロードすることは、セキュリティの観点から

関係部署との調整が必要 

・ 個人特定番号は取り扱いに配慮が必要になる 

 

２) その他 

その他全般的な回答結果は以下のとおりである。 

・ 自治体の現場で前例を蓄積できることはメリッ

トがあると考える 

・ 本システムによって入力情報や書式等が統一さ

れることは望ましい 

・ 判定に対しての参考となる 
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・ データ閲覧や検索が更生相談所ごとでなく、県

や全国の単位で可能なのか、そうでないのかで

変わる 

・ 判定書の作成も可能にならないか 

・ 重度障害者意思伝達装置、聴覚、視覚も可能に

なっていって欲しい 

・ データの共有化はシステムを導入するだけでは、

個人情報保護の観点から難しいのではないか 

・ 個人のデータを外部に提供するには、本人の同

意が必要になるが、現場での負担増にしかなら

ない（一案として、専用端末を更生相談所に配

布し、電磁的インフォームドコンセントを国リ

ハが行う等で負担軽減になるのではないか） 

・ 医療機関への情報提供時等で、特定のデータだ

け一時的にアクセス可能な「限定アクセス権」

のようなものを付与できないか 

・ 処方箋に PDF 文書の取り込みができないか（情

報提供文書等） 

 

Ｄ．考察 

１）補装具費支給情報システムの情報入力について 

 システムの入力項目については、これでほぼ網羅

できているというご意見が複数あった。一方、更生

相談所によってはいくつかの入力項目についての以

下に示すような追加項目が挙がった。 

 

追加要望項目例 

判定方法   判定及び適合判定場所 

障害名   疾患名  

障害発生日  義手支持部 

義手外装   義足 K レベル 

借受けの判定結果  借受け開始・終了月 

耐用年数経過  

 

これらは不足項目というわけではないが、このよ

うな項目も入力できるとよいのではというご意見も

複数いただいた。 

今後は、要望いただいた項目の扱いについて、更

生相談所の事務に支障がない範囲との兼ね合いで検

討をする必要がある。 

本システムの入力レイアウトについては、アンケ

ートの期間等限られた中でのものであったが、概ね

評価はいただいた。 

ただし、細かい部分でご指摘いただいた点を含め、

実際にご使用いただいた結果のフィードバック等で、

よりお使いいただくにあたって負担が少なくなるレ

イアウトの検討は引き続き必要である。 

その他、更生相談所で導入されているシステムと

の連携、ワークフローへのマッチング、身体障碍者

手帳情報の反映等のご意見もいただいた。 

 

２）補装具種目名称コード選択について 

補装具種目名称コードを選択することで、入力の

手間を軽減できるとの想定に対し、概ね軽減や容易

化に繋がるとのご意見をいただいた。 

ただし、補装具種目名称コードを選択することと、

従来通りの項目入力が一体化していることへのわか

りにくさによるご指摘もあり、入力の比重をどちら

に置くのか等今後検討する必要がある。 

また、補装具種目名称コードの変更・追加等への

対応についての懸念といったご意見もあった。 

  

３）蓄積したデータ操作について 

本システムで蓄積したデータを利用することにつ

いては、有効性が高いとのご意見をいただいた。 

検索対象項目といったものが更生相談所によって

まちまちなことが今回のアンケートから見えてきて

おり、検索対象項目をどのようにするか（つまりど

のような観点での検索が望まれているのか）を検討

し、システムに反映する必要がある。 

データ集計・比較についても同様に有用性のご意

見をいただいた中で、各更生相談所のニーズの部分

をより幅広く集約し、蓄積したデータが再利用され

る方向にシステムを改修する必要がある。 

CSV でのやり取りについては、一定の有効性はご

意見としていただいた。ただし、蓄積データの扱い

については後述する個人情報保護との観点からの検

討結果も踏まえる必要がある。 

本システム稼働前の各更生相談所の既存情報の取

り込みについてもご意見をいただいた。 
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Ｅ．結論 

システム構造や使用感については特に問題はなく、

良好な意見を多くいたたものの、導入に際しての障

壁について更生相談所の担当の方から多くの意見を

いただいており、この点に関しての議論の重要性が

望まれている。 

具体的には、個人情報保護法をクリアできるか。

主管部署でのセキュリティに対応ができるか。 

既存システムとの二重入力となることによる事務

負担増加の懸念をクリアできるか。 

システムのアップデートやメンテナンスに対する

体制について。 

システムによって入力情報や書式等の統一が図ら

れ、判定等に公平性が出るのではといった期待する

ご意見もいただいた。 

現在、障害者総合支援法における「障害支援区分」

を行うための判定項目や利用サービスの情報収集・

活用が検討されており、その一部として本システム

が活用されれば幸いである。 

 

Ｇ．研究発表 

   データベースプログラムのダウンロードサイト

（https://hosougu.info/user/）にて公開。 
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